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補足－1【設計及び工事計画変更認可申請における 

適用条文等の整理について】

（改２）
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補 1－1 

設計及び工事計画変更認可申請における適用条文等の整理について 

 

1. 概 要 

今回，東海第二発電所の火災防護設備用の火災感知設備について，以下のとおり変更するた

め，設計及び工事の計画の変更認可申請を行う。 

(1) 火災防護審査基準改正に伴う火災感知器の種別及び配置の変更 

本資料では，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）の条文を整理するとともに，適合性の確認が必

要となる条文を明確にする。 

 

2. 技術基準規則の適用条文の整理結果 

本設計及び工事の計画の申請対象である火災防護設備用の火災感知設備の技術基準規則の適

用条文は，以下に示すとおり。 

(1) 火災防護設備用の火災感知設備の適用条文・・・下表及び補足－4 並びに添付書類 

また，別紙に「火災防護設備用の火災感知設備」に係る本設計及び工事の計画の申請に伴う

技術基準規則に対する適合条文の整理の詳細を示す。 

 

【申請対象】 

(1) その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備用の火災感知設備） 

4 火災防護設備 

3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 

【凡例】 

○：適用条文であり，今回の申請で適合性を確認する必要がある条文 

△：適用条文であるが，既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影

響を受けないことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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補 1－2 

（１） その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備用の火災感知設備） 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤
△ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても設計基準対象施設の地盤に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請

内容）に対し，適合性を確認する必要がある条文（以下「適合

性確認対象条文」という。）となるが，今回の火災感知設備の

改造が各建屋の地震応答解析へ影響を与えないことが確認で

きることから，技術基準の適合性に影響はない。また，平成 30

年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事の

計画（以下「既工事計画」という。）で確認された設計を変更

するものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料１）

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても地震による損傷の防止に関する設計に影響がないこ

と（適合していること）を確認する必要がある。このため，適

合性確認対象条文とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造において，火災感知器の取付

方法等の設計に変更はなく，必要な強度は確保されていること

から，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確

認された設計を変更するものではなく，基本設計方針について

も変更はない。 

（添付資料２）

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，津波防護対象設

備に該当しないため，適用を受けない。 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，外部からの衝撃

により防護すべき施設に該当しないため，適用を受けない。 

第 ８ 条 

立入りの防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，立ち入りの防止

に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－3 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，人の不法な侵入

等の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，適用を受けない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても火災による損傷の防止に関する設計に影響がないこ

と（適合していること）を確認する必要がある。このため，適

合性確認対象条文とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造において，火災の感知に係る

設計を変更すること及び既工事計画で確認された火災防護を

行う機器等の選定並びに火災区域及び火災区画の設定，火災発

生防止に係る設計，火災の消火に係る設計，火災の影響軽減対

策に係る設計，その他の内部火災に係る防護の設計に変更がな

いことから，技術基準の適合性に影響はない。 

（添付資料３）

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，発電用原子炉施

設内における溢水等による損傷の防止に係る設計を変更する

ものではないため，適用を受けない。 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全避難通路等

に変更がないため，適用を受けない。 

第１４条 

安全設備 
△ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても安全設備に関する設計に影響がないこと（適合してい

ること）を確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，

想定される環境条件に変更はなく，工事計画に係る内容に影響

を受けないことが明確に確認できることから，技術基準の適合

性に影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変更す

るものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料４）
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補 1－4 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第１５条 

設計基準対象施設の機能
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，変更後において

も設計基準対象施設の機能に関する設計に影響がないこと（適

合していること）を確認する必要がある。このため，適合性確

認対象条文とする。 

確認の結果，当該火災感知器の配置等変更による保守点検に係

る設計に変更はなく，他発電所との共有又は相互に接続する設

備はないことから，技術基準の適合性に影響はない。また，既

工事計画で確認された設計を変更するものではなく，基本設計

方針についても変更はない。 

（添付資料５）

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，全交流動力電源

喪失対策設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，材料及び構造の

適用対象である，容器，管，ポンプ，弁及びこれらの支持構造

物に該当しないため，適用を受けない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第１９条 

流体振動等による損傷防

止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，流体振動等によ

る損傷の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全弁等に該当

しないため，適用を受けない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，容器の中性子照

射による劣化に対する要求であり，対象設備は本条文の適用を

受ける設備ではないため，適用を受けない。 
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補 1－5 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，炉心等に該当し

ないため，適用を受けない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等等適用を受けない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，一次冷却材に該

当しないため，適用を受けない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，燃料取扱設備及

び燃料貯蔵設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリに該当しないため，適用を受けない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリの隔離装置等に該当しないため，適用を受けな

い。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，一次冷却材処理

装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，逆止め弁に該当

しないため，適用を受けない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，蒸気タービンに

該当しないため，適用を受けない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，非常用炉心冷却

設備に該当しないため，適用を受けない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，循環設備等に該

当しないため，適用を受けない。 
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補 1－6 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，計測装置に該当

しないため，適用を受けない。 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全保護装置に

該当しないため，適用を受けない。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，反応度制御系統

及び原子炉停止系統に該当しないため，適用を受けない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，制御材駆動装置

に該当しないため，適用を受けない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉制御室等

に該当しないため，適用を受けない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，廃棄物処理設備

等に該当しないため，適用を受けない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，廃棄物貯蔵設備

等に該当しないため，適用を受けない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，放射性物質によ

る汚染の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，生体遮蔽等に該

当しないため，適用を受けない。 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，換気設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納施設

に該当しないため，適用を受けない。 

77



補 1－7 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

設計基準対象施設 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，保安電源設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急時対策所に

該当しないため，適用を受けない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，警報装置等に該

当しないため，適用を受けない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，準用に係る設備

に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－8 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地

盤 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等対処

施設の地盤に係る設計を変更するものではないため，適用を受

けない。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，地震による損傷

の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を受けな

い。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，津波による損傷

の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を受けな

い。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても重大事故等対処施設の火災による損傷の防止に関す

る設計に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造において，火災の感知に係る

設計を変更すること及び既工事計画で確認された火災防護を

行う機器等の選定並びに火災区域及び火災区画の選定，火災発

生防止に係る設計，火災の消火に係る設計に変更はないことか

ら，技術基準の適合性に影響はない。 

（添付資料６）

第５３条 

特定重大事故等対処施設
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，特定重大事故等

対処施設に該当しないため，適用を受けない。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等対処

施設に該当しないため，適用を受けない。 

第５５条 

材料及び構造 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，材料及び構造に

係る設備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－9 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全弁等に該当

しないため，適用を受けない。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にするための設備に該当しないため，

適用を受けない。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するための設備に該当しないため，適用を

受けない。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６３条 

終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが， 終ヒートシン

クへ熱を輸送するための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

内の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

の過圧破損を防止するための設備に該当しないため，適用を受

けない。 
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補 1－10 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第６７条 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するための設備に該当しないた

め，適用を受けない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に該当しないため，

適用を受けない。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。

第７０条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するための設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第７１条 

重大事故等時に必要とな

る水源及び水の供給設備

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等時に

必要となる水源及び水の供給設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第７２条 

電源設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，電源設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第７３条 

計装設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，計装設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，運転員が原子炉

制御室にとどまるための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 
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補 1－11 

技術基準規則 
要否

判断
理 由 

重大事故等対処施設 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，監視測定設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急時対策所に

該当しないため，適用を受けない。 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，通信連絡を行う

ために必要な設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７８条 

準用 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，準用に係る設備

に該当しないため，適用を受けない。 
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別紙 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の条文整理の詳細 

 

○ 各添付書類において，設計及び工事計画変更認可申請における技術基準規則に対す

る適合条文の整理の詳細を示す。 

 

○ 各添付書類の資料構成は，今回の改造による既認可工事計画※1で確認された適合性

への影響等の整理のため，以下に示す構成としている。 

 

★補足の表の「要否判断」が「○」「△」の場合 

 

・「１．基準適合性の確認範囲」において，今回の改造にあたって確認する必要が

ある既認可工事計画※1の確認範囲を整理し，当該範囲の既認可工事計画※1で示

されている適合性を確認するために必要な評価方法等を纏めた。 

 

・「２．確認結果」では，「１．基準適合性の確認範囲」で纏めた評価方法等に基

づき，今回の改造による影響を確認した結果を示す。 

今回の改造による影響を確認するために必要な内容は，各添付書類に示す既

認可工事計画※1（抜粋），補足－4「火災防護審査基準改正に伴う火災感知器の

種別及び配置の変更」に示す。 

 

・「３．まとめ」では，「２．確認結果」を踏まえて，既認可工事計画※1で確認さ

れた適合性への影響の有無及び理由を纏め，纏めた内容を補足－1 の表で総括

する。 

 

★補足の表の「要否判断」が「×」の場合 

 

・「１．基準適合性の確認結果」にて今回の改造による影響を確認した結果を示

す。 

 
※1：令和 5 年 1 月 20 日付け原規規発第 2301202 号までに認可された設計及び工事の計

画。ただし，特定重大事故等対処施設に係る設計及び工事の計画の変更認可は除く。 
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計
算

書
」
（

7,
1
0,
37
頁
参
照
）

ｃ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
評
価
フ
ロ
ー

に
お
い
て

接
地
圧
は
地
震

応
答
解
析

を
基
に
評
価
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
9-
2-
2
 原

子
炉
格
納
容

器
底
部
コ
ン
ク

リ
ー
ト
マ

ッ
ト
の
耐
震
性

に
つ
い
て

の
計
算
書
」
（

9頁
参
照

）
「
Ⅴ
-
2
-9
-3
-4
 原

子
炉

建
屋
基
礎
盤
の

耐
震
性
に

つ
い
て
の
計
算

書
」
（

8頁
参
照

）
今

回
の
変
更
認
可

申
請
に
伴

い
，
上
記
の
地

盤
の
健
全

性
に
係
る
基
本

方
針
及
び

評
価
方
法
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

②
接
地
圧
の
算
出

既
工

事
計
画
に
お
い

て
は
，
接

地
圧
を
算
出
す

る
た
め
の

地
震
応
答
解
析

は
，
質
点

系
モ
デ
ル
に
基

づ
き
評
価

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-
2-
2-
1
原
子
炉
建
屋
の

地
震
応
答
計
算

書
」
（

1,
1
1,
12
,
38
～

41
,
70
,
71
頁

参
照
）

「
補
足
-
4【

火
災

防
護
審
査

基
準
改
正
に
伴

う
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

の
変
更
】
」

今
回
の
変
更
認
可

申
請
に
伴

い
，
接
地
圧
の

解
析
モ
デ

ル
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
す
る
。

③
地
盤
の
支
持
力
の
算

出
既
工

事
計
画
に
お
い

て
は
，
地

盤
の
支
持
性
能

の
許
容
限

界
で
あ
る
極
限

支
持
力
は

，
建
築
基
礎
構

造
設
計
指

針
（
日
本
建
築

学
会
，

20
0
1）

の
支
持
力

算
定
式

に
基
づ
き
対
象

施
設
の
岩

盤
の
室
内
試
験

結
果
等
よ

り
設
定
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-
2-
1-
3
地
盤
の
支
持
性

能
に
係
る
基
本

方
針
」
（

1
,1
7,
1
8頁

参
照
）

今
回

の
変
更
認
可
申

請
に
伴
い

，
地
盤
の
支
持

力
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る

。
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
1
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

•
地
盤
の

健
全
性
に
係
る

基
本
方
針

で
あ
り
，
火
災

防
護
審
査

基
準
改
正
に
伴

う
火
災
感
知
設
備
の
改
造

に
よ
り
変

更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

①
ａ
】

Ⅴ
-1
-8
-
3
原

子
炉
格
納
施
設
の

基
礎
に
関
す
る

説
明
書

Ⅴ
-2
-9
-
2-
2 
原
子
炉
格
納
容
器

底
部
コ
ン
ク

リ
ー
ト

マ
ッ
ト
の
耐
震

性
に
つ
い

て
の
計
算
書

Ⅴ
-2
-9
-
3-
4 
原
子
炉
建
屋
基
礎

盤
の
耐
震
性
に

つ
い
て

の
計
算
書

•
地
盤
の

健
全
性
は

大
接
地
圧
と

許
容
支
持
力
度

を
基
に
評

価
し
て
お
り
，

接
地
圧
は
地
震
応
答
解
析

に
基
づ
く

動
的
解

析
の
結
果
か
ら

算
出
し
て

い
る
た
め
，
火

災
防
護
審

査
基
準
改
正
に

伴
う
火
災
感
知
設
備
の
改

造
に
よ
り

評
価
方

法
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

①
ｂ

,c
】

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

•
今
回
の

火
災
防
護
審
査

基
準
改
正

に
伴
う
火
災
感

知
設
備
の

改
造
に
よ
り
，

火
災
感
知
器
等
の
種
別
及

び
配
置
に

変
更
が

あ
る
も
の
の
，

大
幅
な
質

量
増
加
と
な
る

改
造
で
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【
②
】

Ⅴ
-2
-2
-
1
原

子
炉
建
屋
の
地
震

応
答
計
算
書

•
地
震
応

答
解
析
モ
デ
ル

に
お
け
る

各
標
高
の
各
質

点
重
量
は

約
1
.6
～
4
4万

k
N規

模
（
質
量
換
算
：
約

1
.6
千
～
4

万
4千

t
o
n規

模
）
で
あ

り
，
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備
の
改
造
に
よ
る

総
重
量
の

増
減
に

比
べ
て
，
各
標

高
の
質
点

重
量
は
非
常
に

大
き
い
こ

と
か
ら
，
地
震

応
答
解
析
の
変
更
は
な
い

た
め
，
原

子
炉
建

屋
基
礎
盤
の
接

地
圧
の
評

価
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

②
】

２
．
確

認
結
果
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
3
地

盤
の
支
持
性
能
に

係
る
基
本
方
針

•
地
盤
の

支
持
性
能
の
許

容
限
界
で

あ
る
極
限
支
持

力
度
は
，

地
盤
物
性
等
に

よ
り
算
出
さ
れ
る
た
め
，

火
災
防
護

審
査
基

準
改
正
に
伴
う

火
災
感
知

設
備
の
改
造
に

よ
る
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【
③
】

２
．
確

認
結
果
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

３
．
ま
と
め

・
今

回
の
火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
設

備
の
改
造
に
お
い
て
は
，

地
盤
の
健
全
性

に
係
る
基

本
方
針
及
び
評

価
方
法
に

変
更
は
な
い
。

・
機

器
・
配
管
系
の

重
量
が
増

加
す
る
も
の
の

，
原
子
炉

建
屋
の
各
標
高
の
質
点
重

量
は
約

1.
6万

k
N～

44
万

k
N規

模
（
質
量

換
算
：
約

1
.6
千

t
on
～

4万
4千

t
o
n規

模
）
で

あ
り
，
今
回
の
機

器
・
配
管
系
の

重
量
増
加

は
合
計
で
約

1t
o
n未

満
と

小
さ
い
こ
と
か

ら
，
原
子

炉
建
屋
の
地
震

応
答
解
析

へ
の
影
響
は
な

い
た
め
，

原
子
炉
建
屋
の

接
地
圧
の

評
価
に
変
更
が

な
い
。
ま

た
，
地
盤
の
支

持
力
は
地

盤
物
性
等
に
よ

り
算
出
さ

れ
る
た
め
，
今

回
の
改
造

に
よ
る
変
更
は

な
い
こ

と
か
ら
技
術
基

準
の
適
合

性
に
影
響
は
な

い
。

・
設

計
基
準
対
象
施

設
の
地
盤

に
係
る
設
計
に

変
更
は
な

い
こ
と
か
ら
，
既
工
事
計

画
か
ら
設
計
内

容
に
変
更

が
な
い
。
ま
た

，
設
計
基

準
対
象
施
設
の

地
盤

に
関
す

る
基
本
設
計
方

針
に
つ
い

て
も
変
更
は
な

い
。
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
耐
震
設
計
の
基
本
事

項
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

設
計
基
準
対
象

施
設
は
，

こ
れ
に
作
用
す

る
地
震
力

に
よ
る
損
壊
に

よ
り
公
衆

に
放
射
線
障
害

を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
に
す

る
た
め

，
設
置
変
更
許

可
申
請
書

の
設
計
方
針
に

基
づ
く
と

と
も
に
，
耐
震

工
認
審
査

ガ
イ
ド
を
踏
ま

え
，
工
事

計
画
認
可
に
お

い
て
実
績

の
あ
る

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ

46
01
等

の
規
格
及

び
基
準
等
に
基

づ
く
手
法

を
適
用
し
，
施

設
の
耐
震

設
計
上
の
重
要

度
に
応
じ

て
Ｓ
ク
ラ
ス
，

Ｂ
ク
ラ
ス

，
Ｃ
ク
ラ
ス
に

分
類
し

た
上
で
，
そ
れ

ぞ
れ
の
施

設
の
耐
震
重
要

度
に
応
じ

た
地
震
力
に
対

し
構
造
強

度
を
確
保
す
る

設
計
と
し

て
い
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
1
3,
2
9頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-2

火
災
感
知
器

の
耐
震
計
算
書

」
（

12
,1
9
,2
0頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
重
要
施
設

（
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設
）
に

つ
い
て
は

，
基
準
地
震
動

に
よ
る
地

震
力
に
対
し
て

そ
の
安
全

性
が
損
な
わ
れ

る
お
そ

れ
が
な
い
施
設

と
す
る
た

め
，
設
置
変
更

許
可
申
請

書
の
設
計
方
針

に
基
づ
く

と
と
も
に
，
耐

震
工
認
審

査
ガ
イ
ド
を
踏

ま
え
，
工

事
計
画
認

可
に
お

い
て
実
績
の
あ

る
Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｇ
4
60
1等

の
規

格
及
び
基

準
等
に
基
づ
く

手
法
を
適

用
し
て
，
当
該

施
設
の
機

能
を
維
持
す
る

設
計
と
し

て
い
る
こ

と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
4
,
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
1
3,
2
9頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-2

火
災
感
知
器

の
耐
震
計
算
書

」
（

12
,1
9
,2
0頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

耐
震
設
計
の
基

本
事
項
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

49

補足－１　添付資料２

49



火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

②
耐
震
重
要
度
分
類
に

つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
設
計

基
準
対
象
施
設

の
耐
震
重

要
度
分
類
は
，

施
設
の
耐

震
設
計
上
の
重

要
度
に
応

じ
て
Ｓ
ク
ラ
ス

，
Ｂ
ク
ラ

ス
，
Ｃ
ク
ラ

ス
に
分

類
し
て
い
る
こ

と
，
施
設

に
要
求
さ
れ
る

安
全
機
能

の
役
割
に
応
じ

て
，
施
設

を
構
成
す
る
設

備
（
主
要

設
備
，
補
助
設

備
，
直
接

支
持
構
造
物
，

間
接
支

持
構
造
物
，
波

及
的
影
響

を
考
慮
す
べ
き

施
設
）
に

適
切
に
区
分
し

て
い
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
5
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
1
,2
,
11
頁
参

照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
6頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-2

火
災
感
知
器

の
耐
震
計
算
書

」
（

12
頁

参
照
）

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

耐
震
重
要
度
分

類
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る

。
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

③
地
震
力
の
算
定
方
法

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

静
的
地
震
力
は

，
設
置
変

更
許
可
申
請
書

の
設
計
基

準
対
象
施
設
の

耐
震
設
計

で
示
さ
れ
た
静

的
地
震
力

の
算
定
方
針
に

基
づ
き

，
施
設
の
耐
震

重
要
度
に

応
じ
た
係
数
を

乗
じ
，
施

設
の
振
動
特
性

及
び
地
盤

の
種
類
を
考
慮

す
る
な
ど

し
て
，
建
物
・

構
築
物
，

機
器
・
配

管
系
の

そ
れ
ぞ
れ
に
対

し
て
適
切

に
算
定
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
,
8頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

動
的
地
震
力
は

，
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設
，
屋

外
重
要
土

木
構
造
物
及
び

Ｂ
ク
ラ
ス

の
施
設
の
う
ち

共
振
の
お

そ
れ
の
あ
る
も

の
に
適

用
し
，
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設

（
津
波
防
護
施

設
，
浸
水

防
止
設
備
及
び

津
波
監
視

設
備
を
除
く
。

）
に
つ
い

て
は
，
基
準
地

震
動
Ｓ

ｓ
及
び
弾
性

設
計
用
地

震
動
Ｓ

ｄ
か
ら
定
め
る
入

力
地
震
動
を
適

用
す
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
8
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
7項

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

地
震
力
の
算
定

方
法
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。

④
荷
重
の
組
合
せ
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
，
津
波

防
護
施
設

等
は
，
耐
震
重

要
度
分
類

に
応
じ
て
，
そ

れ
ぞ
れ
の

施
設
に
作
用
す

る
地
震

力
と
地
震
力
以

外
の
荷
重

を
適
切
に
組
合

せ
て
い
る

こ
と
を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
3～

15
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
3頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
荷
重
と
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
と
の

組
合
せ
に

つ
い
て
は
，
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
の
影

響
が
地
震

荷
重
と
比
べ
て

無
視
で

き
な
い
構
造
，

形
状
及
び

仕
様
を
有
す
る

施
設
を
屋

外
施
設
か
ら
選

定
し
，
当

該
施
設
の
評
価

に
お
い
て

考
慮
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

荷
重
の
組
合
せ

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。

5151



火
災
防

護
審

査
基

準
改

正
に

伴
う

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
の

変
更

認
可

申
請

に
伴

う
影

響
に

つ
い

て
【

第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑤
許
容
限
界
に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
の
そ
れ

ぞ
れ
の
強

度
評
価
に
お
け

る
許
容
限

界
に
つ
い
て
は

，
安
全
上

適
切
と
認
め
ら

れ
る
規

格
及
び
基
準
等

に
基
づ
き

，
施
設
の
機
能

を
維
持
又

は
構
造
強
度
を

確
保
で
き

る
設
計
と
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5～

17
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
4～

36
頁
参

照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
時
及
び
地

震
後
に
電

気
動
的
機
能
が

要
求
さ
れ

る
機
器
等
の
機

能
維
持
評

価
に
お
け
る
許

容
限
界
に

つ
い
て
は
，
実

証
試
験

等
に
よ
り
確
認

さ
れ
て
い

る
機
能
維
持
加

速
度
等
を

設
定
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
2
,
18
頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
6
6頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

許
容
限
界
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

5252



火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑥
波
及
的
影
響
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

波
及
的
影
響
に

つ
い
て
は

，
考
慮
す
べ
き

事
象
の
選

定
，
考
慮
す
べ

き
施
設
の

抽
出
及
び
耐
震

計
算
を
適

切
に
実
施
し
，

耐
震
重

要
度
分
類
の
下

位
の
ク
ラ

ス
に
属
す
る
施

設
の
波
及

的
影
響
に
よ
っ

て
，
耐
震

重
要
施
設
（
Ｓ

ク
ラ
ス
の

施
設
）
の
安
全

機
能
を
損

な
わ
な
い

設
計
と

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
事

象
に
つ
い

て
は
，
原
子
力

発
電
所
の

地
震
被
害
を
調

査
し
，
そ

の
結
果
を
考
慮

し
た
上
で

，
設
置
地
盤
及

び
地
震

応
答
性
状
の
相

違
等
に
起

因
す
る
相
対
変

位
又
は
不

等
沈
下
，
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
と
の
接
続

部
に
お
け

る
相
互
影
響
，

下
位
ク
ラ

ス
の
施
設

の
損
傷

，
転
倒
，
落
下

等
を
選
定

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
,
7頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
施

設
に
つ
い

て
は
，
敷
地
全

体
を
俯
瞰

し
た
調
査
・
検

討
に
基
づ

き
，
選
定
し
た

事
象
ご
と

に
波
及
的
影
響

を
及
ぼ

す
可
能
性
の
あ

る
下
位
ク

ラ
ス
の
施
設
又

は
波
及
的

影
響
を
受
け
る

可
能
性
の

あ
る
上
位
ク
ラ

ス
の
施
設

を
抽
出
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
1
1頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
3
頁
参
照
）

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
計
算
に
つ

い
て
は
，

抽
出
し
た
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
が
，
上
位

ク
ラ
ス
の

施
設
の
設
計
に

用
い
る
地

震
動
又
は
地
震

力
に
対

し
て
耐
震
性
を

有
し
て
い

る
こ
と
，
又
は

抽
出
し
た

上
位
ク
ラ
ス
の

施
設
が
，

下
位
ク
ラ
ス
の

施
設
の
波

及
的
影
響
の
発

生
に
よ
っ

て
作
用
す

る
荷
重

に
対
し
て
機
能

に
影
響
を

受
け
な
い
状
態

に
留
ま
る

こ
と
を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
0頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
2
9頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

波
及
的
影
響
を

考
慮
し
た

設
計
に
変
更
が

な
く
，
上

記
方
針
を
踏
ま

え
て
設
計

し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す

る
。

5353



火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑦
水
平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
よ
る

影
響
評
価
に
つ

い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
水
平

２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
つ
い

て
は
，
耐
震
重

要
施
設
及

び
そ
の
間
接
支

持
構
造
物

並
び
に
波
及

的
影
響

を
考
慮
す
べ
き

施
設
を
対

象
に
，
当
該
組

合
せ
の
適

用
に
よ
っ
て
水

平
１
方
向

及
び
鉛
直
方
向

の
地
震
力

を
組
合
せ
た
耐

震
計
算
へ

の
影
響
の
可
能

性
が
あ

る
施
設
又
は
設

備
を
抽
出

し
，
三
次
元
応

答
性
状
を

考
慮
し
た
上
で

基
準
地
震

動
を
適
用
し
て

当
該
組
合

せ
の
適
用
が
耐

震
性
評
価

に
及
ぼ
す
影
響

を
評
価

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
8 
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
地
震

力
の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針
」
（

1頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
12
 水

平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

」
（
4
2
,4
7頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1
1
火

災
防
護
設

備
の
水
平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
」
（

1～
5,
7頁

参
照

）
「
補
足

-
34
0-
7
水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

適
切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
」
（

79
,8
6
,8
8
,8
9頁

参
照

）
「
補
足

-
34
0-
1
3
機
電

分
耐
震
計

算
書
の
補
足
に

つ
い
て
」

（
81
,
1
58
頁
参

照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方

向
地
震
力
の
組

合
せ
に
関

す
る
影
響
評
価

方
針
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
ま
た
，

耐
震
性

評
価
に
及
ぼ
す

影
響
の
評

価
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
す
る
。

5454



確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
当
該
設
備

の
機
能
及
び
設

置
場
所
に

お
け
る
周
辺
施

設
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
②

,⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
1 
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

Ⅴ
-2
-別

添
1-
1
火
災
防
護
設
備

の
耐
震
計
算
の

方
針

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
耐
震
設
計

，
耐
震
重
要
度

分
類
，
地

震
力
の
算
定
，

荷
重
の
組

合
せ
，
許
容
限

界
及
び
波

及
的
影

響
を
考
慮
し
た
設
計
な
ど

の
基
本
方
針
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
①
～

⑥
】

Ⅴ
-2
-1
-
4 
重

要
度
分
類
及
び
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
当
該
設
備

の
機
能
及
び
設

置
場
所
に

お
け
る
周
辺
施

設
に
変
更

が
な
い
こ
と
か

ら
，
耐
震

重
要
度

分
類
及
び
波
及
的
影
響
を

考
慮
す
べ
き
施

設
区
分
の

基
本
方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
②

,
⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
5 
波

及
的
影
響
に
係
る

基
本
方
針

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
当
該
設
備

の
機
能
及
び
設

置
場
所
に

お
け
る
周
辺
施

設
に
変
更

が
な
い
こ
と
か

ら
，
波
及

的
影
響

を
考
慮
し
た
設
計
の
基
本

方
針
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
⑥
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

２
．
確

認
結
果

5555



確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
8 
水

平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針

Ⅴ
-2
-1
2
 水

平
２
方
向

及
び
鉛
直

方
向
地
震
力
の

組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

Ⅴ
-2
-別

添
1-
1
1
火
災

防
護
設
備

の
水
平
２
方
向

及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価

補
足

-3
4
0-
7
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
の
適

切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て

補
足

-3
4
0-
13

機
電
分

耐
震
計
算

書
の
補
足
に
つ

い
て

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
「
水

平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向

の
組
合
せ

に
よ
る
影
響
の
可
能
性
が

あ
る
施
設
を
評

価
対
象
施

設
と
し
，
施
設

が
有
す
る

耐
震
性
に
及
ぼ

す
影
響
を

評
価
す

る
」
方
針
を
変
更
す
る
も

の
で
は
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
影
響
評

価
に
対
す

る
確
認
結
果
は

次
の
と
お

り
。
【

⑦
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
の
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

地
震
力
の

組
合
せ
に

よ
る
耐
震
性
評
価
に
及
ぼ

す
影
響
の
評
価

は
，
設
計

用
床
応
答
曲
線

の
震
度
を

一
律
に

1.
5倍

し
た
設
備

評
価
用
床

応
答
曲
線
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
り
，
耐

震
裕
度
に

包
絡
さ
れ
て
い

る
こ
と
を

確
認
し
て
い
る

。
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
係
る

変
更
範
囲

は
，
設
備
評
価

用
床
応
答

曲
線
を
変

更
す
る
も
の
で
は
な
い
た

め
，
水
平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
に
変

更
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
。
【

⑦
】

・
な
お

，
床
応
答
へ
の
影
響
検
討

と
し
て
，

3次
元
的
な
応

答
特
性
を
踏
ま

え
て
も
，

原
子
炉
建
屋
に

お
け
る
質

点
系

モ
デ
ル

の
応
答
は
，
妥
当
な
応
答

と
な
る
こ
と
は

確
認
し
て

い
る
。
【
⑦
】

Ⅴ
-2
-別

添
1-
2
火
災
感
知
器
の

耐
震
計
算
書

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
構
造

計
画
に
変
更
は

な
く
，
必

要
な
構
造

強
度
及
び
電
気
的
機
能
維

持
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
①

,②
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

5656



火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
火
災

感
知
器
等
の
種

別
及
び
配

置
に
変
更
が
あ

る
が
，
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。

・
基
本
方
針
に
変
更
が

な
く
，
必

要
な
強
度
は
確

保
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

地
震
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変
更
は
な
い

。
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3. 評価部位及び荷重の組合せ 

火災防護設備における耐震評価のための評価対象を以下に示す。また，荷重及び荷重

の組合せを「3.1 荷重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「3.2 許容限界」に示す。 

 

(1) 火災感知器 

a. 基礎ボルト 

火災感知器は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子炉建屋

等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能を保持

可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標とし，具体的

には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

火災感知器は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部材が，火災

を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，火災感知器を固定する火災感知器の基礎ボルトの許容限界は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量

が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを計算によ

り確認する評価方針としていることを踏まえ，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の

基本方針」に示す「原子力発電所耐震設計技術指針」ＪＥＡＧ４６０１－1987（以

下「ＪＥＡＧ４６０１－1987」という。）に準じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応

力以下とすることを許容限界として設定する。 

 

(2) 火災受信機盤 

a. 基礎ボルト 

火災受信機盤は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子炉建

屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能を保

持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標とし，具体

的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

火災受信機盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部材が，火

災を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，火災受信機盤を固定する火災受信機盤の基礎ボルトの許容限界

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを計

算により確認する評価方針としていることを踏まえ，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－1987に準じて許容応力状態ⅣＡＳの

許容応力以下とすることを許容限界として設定する。 
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Ⅴ-2-別添1-2 火災感知器の耐震計算書 
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12 

表
4
-
1 

荷
重

の
組

合
せ

及
び
許
容

応
力

状
態

（
設

計
基

準
対

象
施
設

）
 

施
設

区
分
 

機
器

名
称
 

耐
震

設
計

上
の
 

重
要

度
分

類
 

機
器

等
の

区
分
 

荷
重

の
組

合
せ
 

許
容
応
力

状
態
 

そ
の

他
発

電

用
原

子
炉

の

附
属

施
設
 

火
災

防
護
 

設
備
 

熱
感

知
器
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

煙
感

知
器

①
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

光
電

分
離

式
煙

感
知

器
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

煙
感

知
器

（
防

爆
）
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

熱
感

知
器

（
防

爆
）
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

屋
外

仕
様

炎
感

知
器
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

熱
感

知
カ

メ
ラ
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

煙
感

知
器

②
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

注
記

 
＊

：
そ

の
他

の
支

持
構

造
物
の

荷
重

の
組

合
せ

及
び

許
容
応

力
状

態
を

適
用
す
る

。
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6
.
4
 
構

造
強

度
評

価
結

果
 

 
6
.
4
.1
 
構
造

強
度

評
価

結
果

 

機
器

名
称
 

評
価

部
位
 

材
料
 

応
力

分
類
 

発
生

応
力
 

許
容

応
力
 

熱
感

知
器
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

2
0 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

2 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

煙
感

知
器

①
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

2
0 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

2 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

光
電

分
離

式
煙

感
知

器
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

2 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

1 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

煙
感

知
器

（
防

爆
）
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

1 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

熱
感

知
器

（
防

爆
）
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

1 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

屋
外

仕
様

炎
感

知
器
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

9 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

2 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

熱
感

知
カ

メ
ラ
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1
5 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

5 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

煙
感

知
器

②
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1
1 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*  

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

3 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8 

注
記

 
＊
：

ƒ ｔ
ｓ
 ＝

M
i
n[
1
.4
・

ƒ ｔ
ｏ
－

1.
6
・
τ

ｂ
ｉ
，
 
ƒ ｔ

ｏ
]
よ

り
算

出
 

発
生

応
力

は
す

べ
て

許
容

応
力

以
下
で

あ
る

。
 

 

（
単

位
：

M
Pa
）
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6
.
4
.
2 

電
気

的
機

能
維

持
評
価

結
果
 

機
器

名
称
 

据
え

付
け

場
所

及
び

床
面

高
さ
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
火

災
防
護
を
行
う

機
器
等
の

選
定
並
び
に
火

災
区
域
及

び
火
災
区
画
の
設
定

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

安
全
重
要
度
分

類
指
針
に

規
定
さ
れ
る
ク

ラ
ス
１
，

ク
ラ
ス
２
及
び

安
全
評
価

上
そ
の
機
能
に

期
待
す
る

ク
ラ
ス
３
に
属

す
る
構

築
物
，
系
統
及

び
機
器
の

う
ち
，
原
子
炉

の
高
温
停

止
及
び
低
温
停

止
を
達
成

し
，
こ
れ
を
維

持
す
る
た

め
に
必
要
な
安

全
機
能
を

有
す
る
構

築
物
，

系
統
及
び
機
器

並
び
に
放

射
性
物
質
の
貯

蔵
又
は
閉

じ
込
め
機
能
を

有
す
る
構

築
物
，
系
統
及

び
機
器
を

，
火
災
防
護
を

行
う
機
器

等
（
以
下

「
火
災

防
護
上
重
要
な

機
器
等
」

と
い
う
。
）
と

し
て
選
定

す
る
方
針
を
記

載
し
て
い

る
。

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
6～

9,
13
～
2
8,
1
12
,2
55
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

火
災
防
護
上
重

要
な
機
器

等
の
選
定
方
針

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

火
災
防
護
上
重

要
な
機
器

等
を
設
置
す
る

区
域
で
あ

っ
て
，

3時
間
以
上
の
耐

火
能
力
を
有
す

る
耐
火
壁

等
に
よ
り
囲
ま

れ
他
の
区

域
と
分
難
さ
れ

て
い
る
区

域
を
火
災
区
域

と
し
て
，

ま
た
，
火
災
区

域
を
壁
の

設
置
状
況
等
に

応
じ
て
分

割
し
た
も
の
を

火
災
区
画

と
し
て
設

定
す
る

方
針
と
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
6
,7
,
10
,1
0
9,
11
0
,1
12
頁

参
照
）

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
火
災
区

域
及
び
火

災
区
画
に
対
す

る
設
定
の

方
針
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

②
火
災
発
生
防
止

に
係
る
設

計
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

火
災
区
域
に
設

置
す
る
油

又
は
水
素
を
内

包
す
る
設

備
に
つ
い
て
，

溶
接
構
造

を
採
用
す
る
と

と
も
に
，

可
燃
性
の
蒸
気

及
び
水

素
が
発
生
す
る

火
災
区
域

に
つ
い
て
は
，

適
切
な
換

気
等
を
行
う
設

計
と
し
て

い
る
な
ど
，
火

災
の
発
生

防
止
対
策
を
行

う
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
3
,7
,
42
～

4
7,
56
,
25
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

火
災
の
発
生
防

止
対
策
に

対
す
る
方
針
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

火
災
防
護
上
重

要
な
機
器

等
に
つ
い
て
，

不
燃
性
材

料
，
難
燃
性
材

料
又
は
そ

れ
と
同
等
以
上

の
性
能
を

有
す
る
材
料
を

使
用
す

る
設
計
方
針
と

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
3
,7
,
42
,4
9
,2
55
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

材
料
が
不
燃
性

材
料
，
難

燃
性
材
料
又
は

そ
れ
と
同

等
以
上
の
性
能

を
有
す
る

材
料
で
あ
る
こ

と
を
確
認

す
る
。

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

発
電
用
原
子
炉

施
設
に
つ

い
て
は
，
落
雷

に
よ
る
火

災
の
発
生
を
防

止
す
る
た

め
に
，
避
雷
設

備
の
設
置

及
び
接
地
網
の

敷
設
を

行
う
と
と
も
に

，
火
災
防

護
上
重
要
な
機

器
等
に
つ

い
て
，
地
震
に

よ
る
火
災

の
発
生
を
防
止

す
る
た
め

に
，
耐
震
重
要

度
分
類
に

応
じ
た
耐

震
設
計

を
行
う
な
ど
，

自
然
現
象

に
よ
る
火
災
の

発
生
防
止

対
策
を
行
う
設

計
方
針
と

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
3
,7
,
42
,5
4
,5
5,
2
55
頁
参

照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

自
然
現
象
に
よ

る
火
災
の

発
生
防
止
対
策

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。

③
火
災
の
感
知
及
び
消

火
に
係
る

設
計

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

火
災
区
域
等
に

は
，
各
火

災
区
域
等
の
環

境
条
件
及

び
想
定
さ
れ
る

火
災
の
性

質
等
を
考
慮
し

，
基
本
的

に
ア
ナ
ロ
グ
式

の
煙
感

知
器
及
び
熱
感

知
器
を
組

み
合
わ
せ
て
設

置
す
る
と

と
も
に
，
火
災

の
発
生
場

所
を
特
定
で
き

る
受
信
機

を
用
い
る
設
計

方
針
と
し

，
外
部
電

源
喪
失

を
考
慮
し
た
設

計
と
し
て

い
る
と
と
も
に

，
感
知
設

備
に
つ
い
て
は

，
耐
震
ク

ラ
ス
に
応
じ
て

機
能
を
保

持
す
る
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
4
,7
,
61
～

6
3,
68
～
7
0,
95
,
96
,
25
5頁

参
照

）
火
災
防

護
審
査
基
準
の

改
正
に
伴

い
，
火
災
の
感

知
に
係
る

方
針
の
変
更
の

要
否
を
確

認
す
る
。

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

消
火
設
備
は
火

災
の
影
響

を
限
定
し
，
早

期
の
消
火

を
行
う
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
4
,7
,
61
,7
2
,7
5,
7
6,
89
,9
9
,1
0
2,
10
4
,2
55
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

火
災
の
消
火
に

係
る
方
針

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。
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④
火

災
の
影
響
軽
減

対
策
に
係

る
設
計

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
互
い

に
相
違
す
る
系

統
を
同
時

に
機
能
喪
失
さ

せ
な
い
た

め
，
火
災
耐
久

試
験
に
よ

り
3時

間
以
上
の
耐
火
能

力
を
確
認
し
た

隔
壁
等

に
よ
っ
て
，
又

は
火
災
耐

久
試
験
に
よ
り

1時
間
以

上
の
耐
火
能
力

を
確
認
し

た
隔
壁
等
と
火

災
感
知
設

備
及
び
自
動
消

火
設
備
に

よ
っ
て
，
分
離

を
行
う
設

計
方
針
と
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
5
,7
,
10
9,
1
10
,2
5
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

火
災
の
影
響
軽

減
対
策
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

⑤
そ

の
他
の
内
部
火

災
に
係
る

防
護
設
計

ａ
．
既

工
事
計
画
に
つ

い
て
，
火

災
に
よ
り
安
全

保
護
系
及

び
原
子
炉
停
止

系
の
作
動

が
要
求
さ
れ
る

場
合
に
は

，
当
該
火
災
区

域
又
は
火

災
区
域
に
設
置

さ
れ
る

不
燃
性
材
料
で

構
成
さ
れ

る
構
築
物
，
系

統
及
び
機

器
を
除
く
全
機

器
の
機
能

喪
失
を
想
定
し

て
も
，
火

災
の
影
響
低
減

の
た
め
の

系
統
分
離

対
策
に

よ
っ
て
，
多
重

化
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
系

統
が
同
時

に
機
能
を
失
う

こ
と
な
く

，
原
子
炉
を
安

全
に
停
止

で
き
る
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

15
4
,1
7
1頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

不
燃
性
材
料
で

構
成
さ
れ

る
構
築
物
，
系

統
及
び
機

器
を
除
く
全
機

器
の
機
能

喪
失
を
想
定
し

て
も
同
時

に
機
能
を
失

わ
な
い

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

火
災
に
起
因
し

た
運
転
時

の
異
常
な
過
渡

変
化
又
は

設
計
基
準
事
故

に
対
処
す

る
た
め
に
必
要

な
機
器
に

対
し
，
単
一
故

障
を
想

定
し
て
も
，
異

常
状
態
を

収
束
で
き
る
設

計
と
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

15
4頁

参
照

）
今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

単
一
故
障
を
想

定
し
て
も

異
常
状
態
を
収

束
で
き
る

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
防

護
上
重
要
な
機

器
等
の
設

計
方
針
に

変
更
が
な
く
，
火
災
区
域

及
び
火
災
区
画

の
設
定
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【
①
ａ

】

Ⅴ
-1
-1
-
7
発

電
用
原
子
炉
施
設

の
火
災
防
護
に

関
す
る

説
明
書

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
の
設
定

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

【
①
ａ

,ｂ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
発
火
性

又
は
引
火
性
物

質
を
内
包

す
る
設
備

に
変
更
は
な
く
，
火
災
の

発
生
防
止
対
策

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②
ａ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
使
用
す

る
非
難
燃
ケ
ー

ブ
ル
は
，

火
災
を
想

定
し
た
場
合
に
も
延
焼
が

発
生
し
な
い
よ

う
に
，
電

線
管
に
収
納
す

る
と
と
も

に
，
電
線
管
の

両
端
は
電

線
管
外

部
か
ら
の
酸
素
供
給
防
止

を
目
的
と
し
て

，
難
燃
性

の
耐
熱
シ
ー
ル

材
を
処
置

す
る
設
計
と
し

て
い
る
た

め
，
火

災
発
生
防
止
に
係
る
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
②

ｂ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
避
雷
設

備
の
設
置
及
び

接
地
網
の

敷
設
に
係

る
設
計
に
変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
②
ｃ

】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
の

感
知
に
係
る
設

計
を
変
更

す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

。
【
③
ａ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
に
変
更

が
な
く
，

火
災
の
消
火
に
係
る
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
③

ｂ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
に
変
更

が
な
く
，

火
災
の
影
響
軽
減
対
策
に

係
る
設
計
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
④

】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
不
燃
性

材
料
で
構
成
さ

れ
る
構
築

物
，

系
統
及

び
機
器
を
除
く
全
機
器
の

機
能
喪
失
を
想

定
し
て
も

同
時
に
機
能
を

失
わ
な
い

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認

し
た
。
【
⑤
ａ
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

２
．
確

認
結
果
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Ⅴ
-1
-1
-
7
発

電
用
原
子
炉
施
設

の
火
災
防
護
に

関
す
る

説
明
書

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
単
一
故

障
を
想
定
し
て

も
異
常
状

態
を
収
束

で
き
る
設
計
に
変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

⑤
ｂ
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

２
．
確

認
結
果
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
火
災

防
護
上
重
要
な

機
器
等
の

設
計
方
針
，
火

災
区
域
や
火
災
区
画
の
設

定
に

変
更
は

な
く
影
響
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。

・
火
災
防
護
審
査
基
準

の
改
正
に

伴
い
，
火
災
の

感
知
の
設

計
方
針
を
変
更

す
る
。
な

お
，
火
災
に
よ

る
損
傷
の

防
止
に
要
求
さ

れ
る
火
災
防
護
を
行
う
機

器
等

の
選
定

並
び
に
火
災
区

域
及
び
火

災
区
画
の
設
定

，
火
災
発

生
防
止
に
係
る

設
計
，
火

災
の
消
火
に
係

る
設
計
，

火
災
の
影
響
軽

減
対
策
に

係
る
設
計
，
火

災
に
対
す

る
原
子
炉
の
安

全
停
止
対

策
の
設
計
方
針

に
変
更
が

な
い
た
め
，
技

術
基
準
の

適
合
性
に
影
響

を
与
え
な

い
。

・
火
災
の
感
知
の
設
計

方
針
に
つ

い
て
変
更
す
る

こ
と
か
ら

，
火
災
に
よ
る

損
傷
の
防

止
に
関
す
る
基

本
設
計
方

針
を
変
更
す
る

。
な
お
，
火
災
に
よ
る
損

傷
の

防
止
に

要
求
さ
れ
る
火

災
防
護
を

行
う
機
器
等
の

選
定
並
び

に
火
災
区
域
及

び
火
災
区

画
の
設
定
，
火

災
発
生
防

止
に
係
る
設
計

，
火
災
の

消
火
に
係
る
設

計
，

火
災
の

影
響
軽
減
対
策

に
係
る
設

計
，
火
災
に
対

す
る
原
子

炉
の
安
全
停
止

対
策
の
設

計
方
針
に
つ
い

て
は
，
既

工
事
計
画
で
確

認
さ
れ
た

設
計
を
変
更
す

る
も
の
で

は
な
い
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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2. 火災防護の基本方針 

東海第二発電所における設計基準対象施設及び重大事故等対処施設は，火災により

発電用原子炉施設の安全性や重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないよ

う，設計基準対象施設のうち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めの安全機能を有する機器（以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」という。），

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器（以下「放射性物質の貯蔵等の機器

等」という。）並びに重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，

以下に示す火災発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考

慮した火災防護対策を講じる。 
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2.1 火災発生防止 

発電用原子炉施設内の火災発生防止として，発火性又は引火性物質を内包する設

備に対し，漏えい及び拡大の防止対策，防爆対策，配置上の考慮，換気及び発火性

又は引火性物質の貯蔵量を必要な量にとどめる対策を行う。また，可燃性の蒸気又

は可燃性の微粉，静電気が溜まるおそれのある設備又は発火源に対して火災発生防

止対策を講じるとともに，電気系統に対する過電流による過熱及び損傷を防止並び

に放射性分解及び重大事故等時に発生する水素の蓄積を防止する設計とする。 

主要な構造材，保温材及び建屋の内装材は，不燃性材料又は同等の性能を有する

材料，換気空調設備のフィルタはチャコールフィルタを除き難燃性材料を使用する

設計とする。 

原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機器等及び重大事故等

対処施設に使用するケーブルは，原則，ＵＬ １５８１（Ｆｏｕｒｔｈ Ｅｄｉｔｉ

ｏｎ）１０８０．ＶＷ-１垂直燃焼試験及びＩＥＥＥ Ｓｔｄ ３８３－1974垂直ト

レイ燃焼試験により，自己消火性及び耐延焼性を確認した難燃ケーブルを使用した

設計とする。 

ただし，難燃ケーブルへの取替に伴い安全上の課題がある非難燃ケーブルについ

ては，非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い難燃ケーブ

ルと同等以上の難燃性能を確認した代替措置（以下「複合体」という。）を施す設

計又は電線管に収納する設計とする。 

屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油を内包しないものを使用する設計とする。 

原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機器等及び重大事故等

対処施設は，自然現象のうち，火災の起因となりうる落雷，地震，森林火災及び竜

巻（風（台風）含む。）に対して，火災が発生しないよう対策を講じる設計とする。 
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2.2 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火は，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等

の機器等及び重大事故等対処施設に対して，火災の影響を限定し，早期の火災感知

及び消火を行う設計とする。 

火災感知設備及び消火設備は，原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性物質

の貯蔵等の機器等の耐震クラス並びに重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を

保持する設計とする。具体的には，耐震Ｂクラス機器又は耐震Ｓクラス機器を設置

する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，耐震Ｃクラスであるが，

地震時及び地震後において，それぞれ耐震Ｂクラス機器で考慮する地震力及び基準

地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能及び性能を保持する設計とする。 

自然現象により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は

早期の取替，復旧を図る設計とするが，必要に応じて監視の強化や，代替消火設備

の配置等を行い，必要な機能及び性能を維持する設計とする。 

火災感知器は，環境条件や火災の性質等を考慮し，固有の信号を発するアナログ

式の煙感知器，熱感知器及び熱感知カメラ並びに非アナログ式の熱感知器，防爆型

の煙感知器，防爆型の熱感知器及び炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

火災受信機盤は，中央制御室で常時監視でき，非常用電源及び常設代替高圧電源

装置からの受電も可能な設計とする。 

消火設備は，火災発生時の煙の充満等を考慮して設置するとともに，消火設備の

破損，誤作動又は誤操作によっても，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物

質の貯蔵等の機器等及び重大事故等対処施設に影響を与えないよう設計する。 

消火設備は，消防法施行令第11条，第19条及び消防法施行規則第19条，第20条に

基づく容量等を確保する設計とし，多重性又は多様性及び系統分離に応じた独立性

を有する系統構成，外部電源喪失又は全交流動力電源喪失を想定した電源の確保等

を考慮した設計とする。 

123

③ａ，ｂ

123



5 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
7
 R
2 

2.3 火災の影響軽減 

設計基準対象施設のうち原子炉の安全停止に必要な機器等の火災の影響軽減対

策は，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，原子炉の安全停止に必要

な機能を確保するために，火災耐久試験によって3時間以上の耐火能力を有するこ

とを確認した隔壁等の設置，若しくは火災耐久試験によって1時間耐火能力を有す

ることを確認した隔壁等に加え，火災感知設備及び自動消火設備を組み合わせた措

置によって，互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。 

中央制御室制御盤及び原子炉格納容器内は，上記に示す火災の影響軽減のための

措置と同等の影響軽減対策を行う設計とする。 

火災に対する原子炉の安全停止対策は，火災区域又は火災区画に設置される不燃

性材料で構成される構築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定した設計

並びに運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に単一故

障を想定した設計とする。 

火災の影響軽減における系統分離対策により，原子炉施設内の火災区域又は火災

区画で火災が発生し当該火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で構成さ

れる構築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定しても，原子炉の安全停

止に係る安全機能が確保されることを火災影響評価にて確認するとともに，内部火

災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系及び原子炉停止系の作動を要求さ

れる運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生する可能性があるため，「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき，運転時の異常な過

渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に単一故障を想定しても，事象が収

束して原子炉は支障なく低温停止に移行できることを確認する。 
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3. 火災防護の基本事項 

東海第二発電所では，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機

器等及び重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画に対して火災防護対

策を実施することから，本項では，火災防護対策を行う機器等を選定し，火災区域及

び火災区画の設定について説明する。 
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3.1 火災防護対策を行う機器等の選定 

火災防護対策を行う機器等を，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のそれ

ぞれについて選定する。 

(1) 設計基準対象施設 

発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわないように，適切な火

災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる対象として「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」のクラス１，クラ

ス２及び安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物，系統及び機

器とする。 

その上で，上記構築物，系統及び機器の中から原子炉の安全停止に必要な機

器等及び放射性物質の貯蔵等の機器等を抽出する。 

抽出された原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性物質の貯蔵等の機器

等を火災防護上重要な機器等とする。 

また，火災防護上重要な機器等は，火災の発生防止，火災の感知及び消火並

びに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を講

じることを「8. 火災防護計画」に定める。 

a. 原子炉の安全停止に必要な機器等 

火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないように，原子炉の状態

が，運転，起動，高温停止，低温停止及び燃料交換において，発電用原子炉

施設に火災が発生した場合にも，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な原子炉冷却材圧力バウンダリ機能，過剰反応度の印加

防止機能，炉心形状の維持機能，原子炉の緊急停止機能，未臨界維持機能，

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能，原子炉停止後の除熱機能，炉

心冷却機能，工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能，安

全上特に重要な関連機能，安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能，事故時の

プラント状態の把握機能，制御室外からの安全停止機能を確保する必要があ

る。（第3-1表） 

(a) 原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統 

イ. 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリ機能は，圧力バウンダリを構成する機

器，配管系により達成される。 

ロ. 過剰反応度の印加防止機能 

過剰反応度の印加防止機能は，制御棒によって行われ，制御棒カッ

プリングにより達成される。 

ハ. 炉心形状の維持機能 
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炉心形状の維持機能は，炉心支持構造物及び燃料集合体（燃料を除

く）により達成される。 

ニ. 原子炉の緊急停止機能 

原子炉の緊急停止機能は，原子炉停止系の制御棒による系（制御棒

及び制御棒駆動系（スクラム機能））により達成される。 

ホ. 未臨界維持機能 

未臨界維持機能は，原子炉停止系（制御棒による系又はほう酸水注

入系）により達成される。 

ヘ. 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能は，逃がし安全弁（安

全弁としての開機能）により達成される。 

ト. 原子炉停止後の除熱機能 

原子炉停止後の除熱機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，逃がし安全弁（手

動逃がし機能），自動減圧系（手動逃がし機能）により達成される。 

チ. 炉心冷却機能 

炉心冷却機能は，非常用炉心冷却系（低圧炉心スプレイ系，低圧注

水系，高圧炉心スプレイ系，自動減圧系）により達成される。 

リ. 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能は，安全

保護系（原子炉緊急停止の安全保護回路，非常用炉心冷却系作動の安

全保護回路，原子炉格納容器隔離の安全保護経路，原子炉建屋ガス処

理系の安全保護回路，主蒸気隔離の安全保護回路）により達成される。 

ヌ. 安全上特に重要な関連機能 

安全上特に重要な関連機能は，非常用所内電源系，制御室及びその

遮蔽・非常用換気空調機，非常用補機冷却水系及び直流電源系により

達成される。 

ル. 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能は，逃がし安全弁（吹き止ま

り機能に関連する部分）により達成される。 

ヲ. 事故時のプラント状態の把握機能 

事故時のプラント状態の把握機能は，事故時監視計器の一部により

達成される。 

ワ. 制御室外からの安全停止機能 

制御室外からの安全停止機能は，制御室外原子炉停止装置（安全停
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止に関連するもの）により達成される。 

(b) 原子炉の安全停止に必要な機器等 

火災防護対策を行う機器等を選定するために，「(a) 原子炉の安全停

止に必要な機能を達成するための系統」を構成する機器等を，原子炉の

安全停止に必要な機器等として抽出した。（第3-2表） 

ただし，安全停止を達成する系統上の配管，手動弁，逆止弁，安全弁，

タンク及び熱交換器は，ステンレス鋼及び炭素鋼等の不燃材料であり，

火災による影響を受けないことから対象外（燃料油内包設備は除く）と

する。 

b. 放射性物質の貯蔵等の機器等 

発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，放射性物質の貯蔵等の

機器等を火災から防護する必要があることから，火災による影響により放射

性物質が放出される可能性のある機器等を，「発電用軽水型原子炉施設の安

全機能の重要度分類に関する審査指針」に示される放射性物質を貯蔵する機

能及び放射性物質の閉じ込め機能を有する機器から抽出し，放射性物質を貯

蔵する機器等とする。（第3-3表） 

なお，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」における「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」のうち，

排気筒モニタについては，安全評価上その機能を期待するクラス３に属する

構築物，系統及び機器であり，その重要度を踏まえ放射性物質を貯蔵する機

器等として選定する。 

(2) 重大事故等対処施設 

火災により重大事故等に対処するための機能が損なわれないよう，重大事故

等対処施設である常設重大事故等対処設備及び当該設備に使用するケーブルを

設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。 

発電用原子炉施設の重大事故等対処施設は，火災発生防止，火災の感知及び

消火に必要な火災防護対策を講じることを「8. 火災防護計画」に定める。ま

た，可搬型重大事故等対処設備に対する火災防護対策についても「8. 火災防

護計画」に定める。 

重大事故等対処施設を第3-4表に示す。 
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3.2 火災区域及び火災区画の設定 

(1) 火災区域の設定 

a. 屋内 

建屋等において，耐火壁により囲まれ他の区域と分離される区域を，「3.1 

火災防護対策を行う機器等の選定」において選定する機器等の配置を系統分

離も考慮して，火災区域を設定する。 

建屋内のうち，火災の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等が設

置される火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火隔壁含む。），

天井及び床により隣接する他の火災区域と分離するように設定する。 

b. 屋外 

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，

「3.1 火災防護対策を行う機器等の選定」において選定する機器等の配置

も考慮して，火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮し，

資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理及び巡視を行う。本管

理については，火災防護計画に定める。 

また，屋外の火災区域のうち，常設代替高圧電源装置を設置する火災区域

は，「危険物の規則に関する政令」に規定される保有空地を確保する設計と

する。 

(2) 火災区画の設定 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定する火災区域を，系統分離の状況，壁の

設置状況及び火災防護上重要な機器等と重大事故等対処施設の配置に応じて分

割して設定する。 
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第3-1表 原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統 

 

①  原子炉冷却材圧力バウンダリ 

②  制御棒カップリング 

③  炉心支持構造物 

④  燃料集合体（燃料を除く） 

⑤  原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能）） 

⑥  ほう酸水注入系 

⑦  逃がし安全弁 

⑧  自動減圧系 

⑨  原子炉隔離時冷却系 

⑩  残留熱除去系 

⑪  低圧炉心スプレイ系 

⑫  高圧炉心スプレイ系 

⑬  非常用換気空調系（中央制御室換気空調系含む） 

⑭  残留熱除去系海水系 

⑮  非常用ディーゼル発電機海水系 

⑯  非常用所内電源系（非常用ディーゼル発電機，非常用交流電源系を含む） 

⑰  直流電源系 

⑱  制御室外原子炉停止装置 

⑲  事故時監視計器の一部（計測制御系） 

⑳ 安全保護系 
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第3-2表 原子炉の安全停止に必要な機器等（1／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

原子炉圧

力容器バ

ウンダリ

機能 

B22-F022A（NO） 主蒸気内側隔離弁（A） 

B22-F022B（NO） 主蒸気内側隔離弁（B） 

B22-F022C（NO） 主蒸気内側隔離弁（C） 

B22-F022D（NO） 主蒸気内側隔離弁（D） 

B22-F028A（NO） 主蒸気外側隔離弁（A） 

B22-F028B（NO） 主蒸気外側隔離弁（B） 

B22-F028C（NO） 主蒸気外側隔離弁（C） 

B22-F028D（NO） 主蒸気外側隔離弁（D） 

B22-F016（MO） 
主蒸気ドレンライン内側隔

離弁 

B22-F019（MO） 
主蒸気ドレンライン外側隔

離弁 

G33-F001（MO） 
原子炉冷却材浄化系内側隔

離弁 

G33-F004（MO） 
原子炉冷却材浄化系外側隔

離弁 

過剰反応

度の印加

防止 

－ 制御棒カップリング 

－ 
制御棒駆動機構カップリン

グ 

－ 制御棒駆動機構ラッチ機構 

炉心形状

の維持 

－ 炉心支持構造物 

－ 燃料集合体（燃料除く） 

原子炉緊

急停止，未

臨界維持 － 

水圧制御ユニット（水圧制御

ユニットアキュムレータ，水

圧制御ユニット窒素容器，ス

クラム弁

（C12-126,C12-127）含む） 

SLC-PMP-C001A ほう酸水注入ポンプ A 

SLC-PMP-C001B ほう酸水注入ポンプ B 

C41-F004A ほう酸水注入系爆破弁 A 

C41-F004B ほう酸水注入系爆破弁 B 

C41-F001A 
ほう酸水注入系貯蔵タンク

出口弁 A 

C41-F001B 
ほう酸水注入系貯蔵タンク

出口弁 B 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器等（2／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

原子炉冷

却材圧力

バウンダ

リの過圧

防止／安

全弁及び

逃がし弁

の吹き止

まり 

B22-F013A～V 
逃がし安全弁（安全弁開機

能） 

原子炉停

止後の除

熱機能 

B22-F013A（AO） 逃がし安全弁 A 

B22-F013B（AO） 逃がし安全弁 B＊1 

B22-F013C（AO） 逃がし安全弁 C＊1 

B22-F013D（AO） 逃がし安全弁 D 

B22-F013E（AO） 逃がし安全弁 E 

B22-F013F（AO） 逃がし安全弁 F＊1 

B22-F013G（AO） 逃がし安全弁 G 

B22-F013H（AO） 逃がし安全弁 H＊1 

B22-F013J（AO） 逃がし安全弁 J 

B22-F013K（AO） 逃がし安全弁 K＊1 

B22-F013L（AO） 逃がし安全弁 L＊1 

B22-F013M（AO） 逃がし安全弁 M 

B22-F013N（AO） 逃がし安全弁 N 

B22-F013P（AO） 逃がし安全弁 P 

B22-F013R（AO） 逃がし安全弁 R＊1 

B22-F013S（AO） 逃がし安全弁 S 

B22-F013U（AO） 逃がし安全弁 U 

B22-F013V（AO） 逃がし安全弁 V 

RCIC-PMP-C001 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

TBN-RCIC-C002 
原子炉隔離時冷却系タービ

ン 

E51-F010（MO） 
原子炉隔離時冷却系復水貯

蔵タンク水供給弁 

E51-F031（MO） 

原子炉隔離時冷却系ポンプ

サプレッション・プール水

供給弁 

E51-F013（MO） 原子炉隔離時冷却系注入弁 

E51-F019（MO） 
原子炉隔離時冷却系ミニフ

ロー弁 

E51-F046（MO） 
原子炉隔離時冷却系潤滑油

クーラー冷却水供給弁 

E51-F045（MO） 
原子炉隔離時冷却系蒸気供

給弁 

E51-C002（MO） 
原子炉隔離時冷却系トリッ

プ／スロットル弁 

E51-HO 
原子炉隔離時冷却系ガバナ

弁 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器等（3／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

原子炉停

止後の除

熱機能 

E51-F063（MO） 
原子炉隔離時冷却系内側隔

離弁 

E51-F064（MO） 
原子炉隔離時冷却系外側隔

離弁 

E51-F068（MO） 
原子炉隔離時冷却系タービ

ン排気弁 

E51-F069（MO） 
原子炉隔離時冷却系真空ポ

ンプ出口弁 

RCIC-PMP-COND 
原子炉隔離時冷却系復水ポ

ンプ 

RCIC-PMP-VAC 
原子炉隔離時冷却系真空ポ

ンプ 

E51-F022（MO） 
原子炉隔離時冷却系テスト

バイパス弁 

E51-F025（AO） 

原子炉隔離時冷却系蒸気入

口ドレンポット排水第一止

め弁 

E51-F026（AO） 

原子炉隔離時冷却系蒸気入

口ドレンポット排水第二止

め弁 

E51-F005（AO） 
原子炉隔離時冷却系真空タ

ンク復水排水第二止め弁 

E51-F004（AO） 
原子炉隔離時冷却系真空タ

ンク復水排水第一止め弁 

原子炉停

止後の除

熱機能／

炉心冷却

機能 

RHR-PMP-C002A 残留熱除去系ポンプ A 

RHR-PMP-C002B 残留熱除去系ポンプ B 

RHR-PMP-C002C 残留熱除去系ポンプ C 

E12-F004A（MO） 
残留熱除去系ポンプ A 入口

弁 

E12-F004B（MO） 
残留熱除去系ポンプ B 入口

弁 

E12-F004C（MO） 
残留熱除去系ポンプ C 入口

弁 

E12-F042A（MO） 残留熱除去系 A 系注入弁 

E12-F042B（MO） 残留熱除去系 B 系注入弁 

E12-F042C（MO） 残留熱除去系 C 系注入弁 

E12-F064A（MO） 
残留熱除去系 A 系ミニフロ

ー弁 

E12-F064B（MO） 
残留熱除去系 B 系ミニフロ

ー弁 

E12-F064C（MO） 
残留熱除去系 C 系ミニフロ

ー弁 

RHR-HEX-B001A 残留熱除去系熱交換器 A 

RHR-HEX-B001B 残留熱除去系熱交換器 B 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（4／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

原子炉停

止後の除

熱機能／

炉心冷却

機能 

 

E12-F024A（MO） 
残留熱除去系 A 系テストラ

イン弁＊2 

E12-F024B（MO） 
残留熱除去系 B 系テストラ

イン弁＊2 

E12-F021（MO） 
残留熱除去系 C 系テストラ

イン弁＊2 

E12-F009（MO） 
残留熱除去系停止時冷却ラ

イン内側隔離弁 

E12-F008（MO） 
残留熱除去系停止時冷却ラ

イン外側隔離弁 

E12-F006A（MO） 
残留熱除去系ポンプ A 停止

時冷却ライン入口弁 

E12-F006B（MO） 
残留熱除去系ポンプ B 停止

時冷却ライン入口弁 

E12-F053A（MO） 
残留熱除去系 A 系停止時冷

却注入弁 

E12-F053B（MO） 
残留熱除去系 B 系停止時冷

却注入弁 

E12-F048A（MO） 
残留熱除去系熱交換器 A バ

イパス弁 

E12-F048B（MO） 
残留熱除去系熱交換器 B バ

イパス弁 

E12-F003A（MO） 
残留熱除去系熱交換器 A 出

口弁 

E12-F003B（MO） 
残留熱除去系熱交換器 B 出

口弁 

E12-F047A（MO） 
残留熱除去系熱交換器 A 入

口弁 

E12-F047B（MO） 
残留熱除去系熱交換器 B 入

口弁 

E12-F016A（MO） 
残留熱除去系 A 系格納容器

スプレイ弁 

E12-F016B（MO） 
残留熱除去系 B 系格納容器

スプレイ弁 

E12-F027A（MO） 
残留熱除去系 A 系サプレッ

ション・プールスプレイ弁 

E12-F027B（MO） 
残留熱除去系 B 系サプレッ

ション・プールスプレイ弁 

E12-F011A（MO） 
残留熱除去系凝縮水ライン

ドレン弁（A） 

E12-F011B（MO） 
残留熱除去系凝縮水ライン

ドレン弁（B） 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（5／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

原子炉停

止後の除

熱機能／

炉心冷却

機能 

E12-F060A（AO） 
残留熱除去系 A 系サンプリ

ング弁 

E12-F060B（AO） 
残留熱除去系 B 系サンプリ

ング弁 

E12-F023（MO） 
残留熱除去系ヘッドスプレ

イ隔離弁 

E12-F049（MO） 
残留熱除去系廃棄物処理系

隔離弁 

E12-FF104A（MO） 
可燃性ガス濃度制御系 A 冷

却器冷却水元弁 

E12-FF104B（MO） 
可燃性ガス濃度制御系 B 冷

却器冷却水元弁 

V25-1003（MO） 
残留熱除去系サンプリング

入口第 1 隔離弁 

炉心冷却

機能 

 

HPCS-PMP-C001 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

E22-F001（MO） 
高圧炉心スプレイ系ポンプ

入口弁（CST 側） 

E22-F015（MO） 
高圧炉心スプレイ系ポンプ

入口弁（S／P 側） 

E22-F004（MO） 高圧炉心スプレイ系注入弁 

E22-F012（MO） 
高圧炉心スプレイ系ミニフ

ロー弁 

E22-F010（MO） 
高圧炉心スプレイ系 CST テ

スト弁 

E22-F023（MO） 
高圧炉心スプレイ系 SUPP．

テスト弁 

LPCS-PMP-C001 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

E21-F001（MO） 
低圧炉心スプレイ系ポンプ

入口弁 

E21-F005（MO） 低圧炉心スプレイ系注入弁 

E21-F011（MO） 
低圧炉心スプレイ系ミニフ

ロー弁 

E21-F012（MO） 
低圧炉心スプレイ系テスト

バイパス弁 

サポート

系（制御設

備） 

H13-P601 緊急時炉心冷却系操作盤 

H13-P603 原子炉制御操作盤 

H13-P609 原子炉保護系（A）継電器盤 

H13-P611 原子炉保護系（B）継電器盤 

H13-P613 プロセス計装盤 

H13-P614 原子炉廻り温度記録計盤 

H13-P617 プロセス計装盤 

H13-P618 
残留熱除去系（B）,（C）補

助継電器盤 

H13-P621 
原子炉隔離時冷却系継電器

盤 

H13-P622 
原子炉格納容器内側隔離系

継電器盤 

H13-P623 
原子炉格納容器外側隔離系

継電器盤 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（6／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

サポート

系（制御設

備） 

H13-P625 高圧炉心スプレイ系継電器盤 

H13-P628 自動減圧系（A）継電器盤 

H13-P629 
低圧炉心スプレイ系，残留熱除

去系（A）補助継電器盤 

H13-P631 自動減圧系（B）継電器盤 

H13-P632 漏えい検出系操作盤（区分Ⅰ）

H13-P635 
プロセス放射線モニタ，起動時

領域モニタ（A）操作盤 

H13-P636 
プロセス放射線モニタ，起動時

領域モニタ（B）操作盤 

H13-P642 漏えい検出系操作盤（区分Ⅱ）

H13-P689 
サプレッション・プール温度

記録計盤（A） 

H13-P921 
原子炉保護系 1A トリップユニ

ット盤 

H13-P922 
原子炉保護系 1B トリップユニ

ット盤 

H13-P923 
原子炉保護系 2A トリップユニ

ット盤 

H13-P924 
原子炉保護系 2B トリップユニ

ット盤 

H13-P925 
緊急時炉心冷却系 DIV-Ⅰ-1 ト

リップユニット盤 

H13-P926 
緊急時炉心冷却系 DIV-Ⅱ-1 ト

リップユニット盤 

H13-P929 
高圧炉心スプレイ系トリップ

ユニット盤 

CP-1 所内電気操作盤 

PNL-CP-4 タービン補機盤 

CP-5 窒素置換－空調換気制御盤 

CP-6A 
非常用ガス処理系，非常用ガス

再循環系 A 操作盤 

CP-6B 
非常用ガス処理系，非常用ガス

再循環系 B 操作盤 

CP-9 タービン補機補助継電器盤 

PNL-CP-11 タービン補機盤 

DGCP-2C 

2C 非常用ディーゼル発電機励

磁装置（中性点接地変圧器盤，

自動電圧調整器盤，シリコン整

流器盤，交流リアクトル盤及び

シリコン整流器用変圧器盤を

含む） 

DGCP-2D 

2D 非常用ディーゼル発電機励

磁装置（中性点接地変圧器盤，

自動電圧調整器盤，シリコン整

流器盤，交流リアクトル盤及び

シリコン整流器用変圧器盤を

含む） 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（7／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

サポート

系（制御設

備） 
DGCP-HPCS 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機励磁装置（中性点

接地変圧器盤，自動電圧調整

器盤，シリコン整流器盤，交

流リアクトル盤及びシリコ

ン整流器用変圧器盤を含む）

サポート

系（非常用

ディーゼ

ル発電設

備（燃料移

送系を含

む）） 

LCP-105 RCIC タービン制御盤 

C61-P001 
中央制御室外原子炉停止制

御盤 

GEN-DG-2C／DGU-2C 

2C 非常用ディーゼル発電機

（内燃機関，調速装置，非常

用調速装置，冷却水ポンプを

含む） 

GEN-DG-2D／DGU-2D 

2D 非常用ディーゼル発電機 

（内燃機関，調速装置，非常

用調速装置，冷却水ポンプを

含む） 

GEN-DG-HPCS／

DGU-HPCS 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機（内燃機関，調速

装置，非常用調速装置，冷却

水ポンプを含む） 

DG-VSL-2C-DO-1 
2C 非常用ディーゼル発電機

燃料油デイタンク 

DG-VSL-2D-DO-1 
2D 非常用ディーゼル発電機

燃料油デイタンク 

DG-VSL-HPCS-DO-1 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料油デイタン

ク 

DG-VSL-DO-A 軽油貯蔵タンク A 

DG-VSL-DO-B 軽油貯蔵タンク B 

DO-PMP-2C  
2C 非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ 

DO-PMP-2D 
2D 非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ 

DO-PMP-HPCS 
高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ 

サポート

系（非常用

交流電源

設備） 

 

SWGR 2C-BUS メタルクラッド開閉装置 2C 

SWGR 2D-BUS メタルクラッド開閉装置 2D 

SWGR HPCS-BUS 
メタルクラッド開閉装置

HPCS 

DIN-PC 2C パワーセンタ 2C 

DIN-PC 2D パワーセンタ 2D 

MCC 2C-3 モータコントロールセンタ 

MCC 2C-4 モータコントロールセンタ 

MCC 2C-5 モータコントロールセンタ 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（8／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

サポート

系（非常用

交流電源

設備） 

 

MCC 2C-6 モータコントロールセンタ 

MCC 2C-7 モータコントロールセンタ 

MCC 2C-8 モータコントロールセンタ 

MCC 2C-9 モータコントロールセンタ 

MCC 2D-3 モータコントロールセンタ 

MCC 2D-4 モータコントロールセンタ 

MCC 2D-5 モータコントロールセンタ 

MCC 2D-6 モータコントロールセンタ 

MCC 2D-7 モータコントロールセンタ 

MCC 2D-8 モータコントロールセンタ 

MCC 2D-9 モータコントロールセンタ 

MCC HPCS モータコントロールセンタ 

SUPS 2A 非常用無停電電源装置 A 

SUPS 2B 非常用無停電電源装置 B 

SUPS DIST PNL 2A 非常用無停電計装分電盤 2A 

SUPS DIST PNL 2B 非常用無停電計装分電盤 2B 

120V／240V AC 

INST.DIST.BUS 2A 
交流計装電源用電源盤 2A 

120V／240V AC 

INST.DIST.BUS 2B 
交流計装電源用電源盤 2B 

RX PROT MG A MO  原子炉保護系 MG セット A 

RX PROT MG B MO  原子炉保護系 MG セット B 

PNL-C72-P001 原子炉保護系分電盤 A 

PNL-C72-P002 原子炉保護系分電盤 B 

サポート

系（直流電

源設備） 

 

125V DC 2A BATTERY 125V 系蓄電池 A 系 

125V DC 2B BATTERY 125V 系蓄電池 B 系 

125V DC HPCS 

BATTERY 
125V 蓄電池 HPCS 系 

125V DC 2A 

BATT.CHARGER 
直流 125V 充電器 2A 

125V DC 2B 

BATT.CHARGER 
直流 125V 充電器 2B 

125V DC HPCS 

BATT.CHARGER 
直流 125V 充電器 HPCS 

125V DC DIST.CTR 2A 直流 125V 主母線盤（2A） 

125V DC DIST.CTR 2B 直流 125V 主母線盤（2B） 

125V DC HPCS 

DIST.CTR 
直流 125V 主母線盤 HPCS 

125V DC MCC 2A-1  
直流 125V モータコントロー

ルセンタ 2A-1 

125V DC MCC 2A-2 
直流 125V モータコントロー

ルセンタ 2A-2 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（9／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

サポート

系（直流電

源設備） 

 

125V DC DIST PNL 

2A-1 
直流 125V 分電盤 2A-1 

125V DC DIST PNL 

2A-2 
直流 125V 分電盤 2A-2 

125V DC DIST PNL 

2B-1 
直流 125V 分電盤 2B-1 

125V DC DIST PNL 

2B-2 
直流 125V 分電盤 2B-2 

125V DC DIST PNL 

2A-2-1 
直流 125V 分電盤 2A-2-1 

125V DC DIST PNL 

2B-2-1 
直流 125V 分電盤 2B-2-1 

125V DC DIST PNL 

HPCS 
直流 125V 分電盤 HPCS 

24V DC 2A-1 

BATTERY 

中性子モニタ用蓄電池 A 系

（2A-1） 

24V DC 2A-2 

BATTERY 

中性子モニタ用蓄電池 A 系

（2A-2） 

24V DC 2B-1 

BATTERY 

中性子モニタ用蓄電池 B 系

（2B-1） 

24V DC 2B-2 

BATTERY 

中性子モニタ用蓄電池 B 系

（2B-2） 

24V DC 2A-1 

BATT.CHARGER 
直流±24V 充電器 2A-1 

24V DC 2A-2 

BATT.CHARGER 
直流±24V 充電器 2A-2 

24V DC 2B-1 

BATT.CHARGER 
直流±24V 充電器 2B-1 

24V DC 2B-2 

BATT.CHARGER 
直流±24V 充電器 2B-2 

24V DC DIST PNL 2A 
直流±24V 中性子モニタ用分

電盤（2A） 

24V DC DIST PNL 2B 
直流±24V 中性子モニタ用分

電盤（2B） 

サポート

系（非常用

補機冷却

系） 

 

RHRS-PMP-A 残留熱除去系海水系ポンプ A

RHRS-PMP-B 残留熱除去系海水系ポンプ B

RHRS-PMP-C 残留熱除去系海水系ポンプ C

RHRS-PMP-D 残留熱除去系海水系ポンプ D

3-12-F068A 
残留熱除去系熱交換器（A）

出口弁 

3-12-F068B 
残留熱除去系熱交換器（B）

出口弁 

DGSW-PMP-2C 
2C 非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

DGSW-PMP-2D 
2D 非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

DGSW-PMP-HPCS 
高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機用海水ポンプ 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（10／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

サポート

系（非常用

換気空調

系） 

 

 

AH2-9A 
中央制御室換気系空気調和

機ファン A 

AH2-9B 
中央制御室換気系空気調和

機ファン B 

E2-14A 
中央制御室換気系フィルタ

系ファン A 

E2-14B 
中央制御室換気系フィルタ

系ファン B 

HVAC-E2-15 中央制御室排気ファン 

SB2-18A 
中央制御室給気隔離弁

（SB2-18A) 

SB2-18B 
中央制御室給気隔離弁

（SB2-18B） 

SB2-19A 
中央制御室給気隔離弁

（SB2-19A） 

SB2-19B 
中央制御室給気隔離弁

（SB2-19B） 

SB2-20A 
中央制御室排気隔離弁

（SB2-20A） 

SB2-20B 
中央制御室排気隔離弁

（SB2-20B） 

SA31-DMP-MO-F001 
中央制御室排煙設備入口隔

離弁 

AO-T41-F086 
中央制御室再循環フィルタ

装置（A）入口ダンパ 

AO-T41-F088 
中央制御室再循環フィルタ

装置（B）入口ダンパ 

DMP-AO-T41-F090 
中央制御室給気処理装置

（A）入口ダンパ 

DMP-AO-T41-F091 
中央制御室給気処理装置

（B）入口ダンパ 

HVAC-PMP-P2-3 
中央制御室チラー冷却水循

環ポンプ（A） 

HVAC-PMP-P2-4 
中央制御室チラー冷却水循

環ポンプ（B） 

HVAC-WC2-2 
中央制御室チラーユニット

（A） 

HVAC-WC2-1 
中央制御室チラーユニット

（B） 

TCV-T41-F084A 
中央制御室送風機出口温度

調節弁（A） 

TCV-T41-F084B 
中央制御室送風機出口温度

調節弁（B） 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（11／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

サポート

系（非常用

換気空調

系） 

HVAC-PV2-10 
2C 非常用ディーゼル発電機室

換気系ルーフベントファン A 

HVAC-PV2-11 
2C 非常用ディーゼル発電機室

換気系ルーフベントファン B 

HVAC-PV2-6 
2D 非常用ディーゼル発電機室

換気系ルーフベントファン A 

HVAC-PV2-7 
2D 非常用ディーゼル発電機室

換気系ルーフベントファン B 

HVAC-PV2-8 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室換気系ルーフベン

トファン A 

HVAC-PV2-9 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室換気系ルーフベン

トファン B 

AO-T41-F060A～F 
2D 非常用ディーゼル発電機室

外気取入ダンパ 

AO-T41-F061A～D 
2D 非常用ディーゼル発電機室

外気取入ダンパ 

AO-T41-F062A～D 
高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室外気取入ダンパ 

AO-T41-F063A～D 
高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室外気取入ダンパ 

AO-T41-F064A～D 
2C 非常用ディーゼル発電機室

外気取入ダンパ 

AO-T41-F065A～D 
2C 非常用ディーゼル発電機室

外気取入ダンパ 

SW AH2-10A スイッチギア室空調機（A） 

SW AH2-10B スイッチギア室空調機（B） 

DMP-AO-T41-F056 
スイッチギア室給気処理装置

（A）外気取り入れダンパ 

DMP-AO-T41-F059 
スイッチギア室給気処理装置

（B）外気取り入れダンパ 

DMP-AO-T41-F057 
スイッチギア室給気処理装置

（A）再循環入口ダンパ 

DMP-AO-T41-F058 
スイッチギア室給気処理装置

（B）再循環入口ダンパ 

HVAC-PMP-P2-5 
スイッチギア室チラー冷却水

循環ポンプ（A） 

HVAC-PMP-P2-6 
スイッチギア室チラー冷却水

循環ポンプ（B） 

SW WC2-3A 
スイッチギア室チラーユニッ

ト 3A 

SW WC2-3B 
スイッチギア室チラーユニッ

ト 3B 

SW WC2-4A 
スイッチギア室チラーユニッ

ト 4A 

SW WC2-4B 
スイッチギア室チラーユニッ

ト 4B 

141141



 

25 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
7
 R
2 

第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（12／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

サポート

系（非常用

換気空調

系） 

TCV-T41-F005A 
スイッチギア室送風機出口温

度調節弁（A） 

TCV-T41-F005B 
スイッチギア室送風機出口温

度調節弁（B） 

SW AH2-12A バッテリ室空調機（A） 

SW AH2-12B バッテリ室空調機（B） 

HVAC-E2-11A バッテリ室排風機（A） 

HVAC-E2-11B バッテリ室排風機（B） 

DMP-AO-T41-F054 
バッテリ室排風機 A 出口ダン

パ 

DMP-AO-T41-F055 
バッテリ室排風機 B 出口ダン

パ 

SW AH2-1 
高圧炉心スプレイ系ポンプ室

空調機 

SW AH2-2 
高圧炉心スプレイ系ポンプ室

空調機 

SW AH2-3 
低圧炉心スプレイ系ポンプ室

空調機 

SW AH2-5 
残留熱除去系 B 系ポンプ室空

調機 

SW AH2-6 
残留熱除去系 C 系ポンプ室空

調機 

SW AH2-7 
残留熱除去系 A 系ポンプ室空

調機 

プロセス

監視 

 

C51-N002A～H 起動領域計装 

PT-B22-N051A 原子炉圧力 

PT-B22-N051B 原子炉圧力 

LT-B22-N091A,C 原子炉水位（広帯域） 

LT-B22-N091B,D 原子炉水位（広帯域） 

LT-B22-N044A 原子炉水位（燃料域） 

LT-B22-N044B 原子炉水位（燃料域） 

PT-26-79.51A ドライウェル圧力 

PT-26-79.51B ドライウェル圧力 

PT-26-79.52A 
サプレッション・チェンバ圧

力 

PT-26-79.52B 
サプレッション・チェンバ圧

力 

LT-26-79.5A サプレッション・プール水位 

LT-26-79.5B サプレッション・プール水位 

TE-T23-N001～6A 
サプレッション・プール水温

度 

TE-T23-N001～6B 
サプレッション・プール水温

度 

TE-T23-N001～6C 
サプレッション・プール水温

度 
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第 3-2 表 原子炉の安全停止に必要な機器（13／13） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 火災区画 

（続き） 

プロセス

監視 

TE-T23-N001～6D 
サプレッション・プール水

温度 

FT-E12-N015A 残留熱除去系系統流量 A 

FT-E12-N015B 残留熱除去系系統流量 B 

FT-E12-N015C 残留熱除去系系統流量 C 

FT-E22-N005 
高圧炉心スプレイ系系統流

量 

FT-E21-N003 
低圧炉心スプレイ系系統流

量 

FT-E51-N003 
原子炉隔離時冷却系系統流

量 

FT-E12-N007A 
残留熱除去系海水系系統流

量 A 

FT-E12-N007B 
残留熱除去系海水系系統流

量 B 

PT-13-92A 
2C 非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ出口圧力 

PT-13-92B 
2D 非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ出口圧力 

PT-13-692 

高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機用海水ポンプ出

口圧力 

CP-1-EI-45 M／C 2C 電圧 

CP-1-EI-48 M／C 2D 電圧 

H13-P601-EI-1 M／C HPCS 電圧 

CP-1-EI-61 直流 125V 主母線盤 2A 電圧 

CP-1-EI-62 直流 125V 主母線盤 2B 電圧 

H13-P601-EI-9 直流 125V 主母線盤 HPCS 電圧

RE-D23-N003A 
格納容器雰囲気放射線モニ

タ（D／W） 

RE-D23-N003B 
格納容器雰囲気放射線モニ

タ（D／W） 

RE-D23-N003C 
格納容器雰囲気放射線モニ

タ（S／C） 

RE-D23-N003D 
格納容器雰囲気放射線モニ

タ（S／C） 

H2E-D23-N002A 格納容器内水素濃度 A 

H2E-D23-N002B 格納容器内水素濃度 B 

注記 ＊1：自動減圧機能を有する逃がし安全弁を示す。 

＊2：サプレッション・プール冷却モードにて使用する。 
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第3-3表 放射性物質の貯蔵等の機器等（1／2） 

機能 系統名称 機器名称 火災区域 

原子炉冷却

材圧力バウ

ンダリに直

接接続され

ていないも

のであっ

て，放射性

物質を貯蔵

する機能 

 

気体廃棄物処理系 

空気作動弁 

配管，手動弁，排ガス予熱器，排ガス

再結合器，排ガス復水器，排ガス減衰

管，排ガス前置フィルタ，後置フィル

タ，排ガス後置除湿器再生装置，メッ

シュフィルタ等 

主排気筒放射線モニタ 

使用済燃料プール 
使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラ

ック含む） 

新燃料貯蔵庫 新燃料貯蔵庫 

使用済燃料乾式貯蔵容器 容器 

放射性物質

の貯蔵機能 

 

サプレッション・プール

排水系 

配管，手動弁，サプレッション・チェ

ンバ 

電動弁 

復水貯蔵タンク 容器 

液体廃棄物処理系（機器

ドレン処理系） 

配管，フィルタ，脱塩器，タンク 

空気作動弁 

液体廃棄物処理系（床ド

レン処理系） 

配管，フィルタ，タンク 

空気作動弁 

固体廃棄物処理系 固体廃棄物貯蔵庫 

セメント混練固化装置及

び 雑 固 体 減 容 処 理 設 備

（液体及び固体の放射性

廃棄物処理系） 

貯蔵容器，粉砕機，排出機，計量機，

セメントサイロ，計量機，配管，金属

容器 

放射性物質

の閉じ込め

機能，放射

線の遮へい

及び放出低

減 

 

原子炉格納容器 容器 

原子炉建屋 

原子炉建屋常用換気空調

系隔離弁 

建屋 

空気作動弁 

原子炉格納容器隔離弁 空気作動弁，電動弁 

格納容器スプレイ冷却モ

ード 
配管，電動弁，ポンプ 

原子炉建屋ガス処理系 
空気作動弁，電動弁，空調機，乾燥装

置，放射線モニタ 

可燃性ガス濃度制御系 
ブロワ，加熱器，再結合器,冷却器，

セパレータ，電動弁 

燃料プール

水の補給機

能 

 

非常用補給水系（残留熱

除去系） 

配管，ポンプ，熱交換器，空気作動弁，

電動弁 

144

①ａ

144



 

28 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
7
 R
2 

第 3-3 表 放射性物質の貯蔵等の機器等（2／2） 

機能 機器番号 機器名称 火災区域 

放射性物質

放出の防止

機能 

気体廃棄物処理系（オフ

ガス系）隔離弁 
空気作動弁 

排気筒 排気筒 

原子炉冷却

材を内蔵す

る機能 

・ 原 子 炉 冷 却 材 浄 化 系

（原子炉冷却材圧力バ

ウンダリから外れる部

分） 

・主蒸気系 

・原子炉隔離時冷却系タ

ービン蒸気供給ライン

（原子炉冷却材圧力バ

ウンダリから外れる部

分であって外側隔離弁

下流からタービン止め

弁まで） 

配管，手動弁 

電動弁，空気作動弁 
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4. 火災発生防止 

発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわないよう，以下に示す対策を

講じる。 

4.1 項では，発電用原子炉施設の火災発生防止として実施する発火性又は引火性物質

を内包する設備，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉，発火源，水素並びに過電流による

過熱防止に対する対策について説明するとともに，火災発生防止に係る個別留意事項

についても説明する。 

4.2 項では，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対して，原則，不燃

性材料及び難燃性材料を使用する設計であることを説明する。 

4.3 項では，落雷，地震等の自然現象に対しても，火災の発生防止対策を講じること

を説明する。 

146
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4.1 発電用原子炉施設の火災発生防止について 

(1) 発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備又はこれらの設備を設置する火災区域

又は火災区画は，以下の火災の発生防止対策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質は，消防法で危険物として定められる潤滑

油又は燃料油並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められる水素，窒素，

液化炭酸ガス，空調用冷媒等のうち可燃性である水素を対象とする。 

以下，a.項において，潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する火災の発生

防止対策，b.項において，水素を内包する設備に対する火災の発生防止対策に

ついて説明する。 

a. 潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する火災の発生防止対策 

(a) 潤滑油又は燃料油の漏えい及び拡大防止対策 

潤滑油又は燃料油を内包する設備（以下「油内包設備」という。）は，

溶接構造，シール構造の採用により，油の漏えいを防止する。 

油内包設備は漏えい油を全量回収する構造である堰，ドレンリム又は

オイルパンにより，油内包設備の漏えい油の拡大を防止する。（第4-1

図） 

(b) 油内包設備の配置上の考慮 

火災区域内に設置する油内包設備の火災により，発電用原子炉施設の

安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう，発電用原子

炉施設の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，油内包設

備の火災による影響を軽減するために，壁等の設置又は離隔を確保する

配置上の考慮を行う設計とする。 

(c) 油内包設備を設置する火災区域の換気 

潤滑油又は燃料油は，油内包設備を設置する室内温度よりも十分高く，

機器運転時の温度よりも高い引火点の潤滑油又は燃料油を使用する設計

とする。 

また，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいした場合に可燃性蒸気

となって爆発性雰囲気を形成しないよう，空調機器による機械換気又は

自然換気を行う設計とする。 

油内包設備がある火災区域における換気を，第4-1表に示す。 

(d) 潤滑油又は燃料油の防爆対策 

潤滑油又は燃料油は，(c)項に示すとおり，設備の外部へ漏えいしても

爆発性雰囲気は形成されない。 

したがって，油内包設備を設置する火災区域では，可燃性蒸気の着火

源防止対策として用いる防爆型の電気品及び計装品の使用並びに防爆を
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目的とした電気設備の接地対策は不要とする設計とする。 

(e) 潤滑油又は燃料油の貯蔵 

潤滑油又は燃料油の貯蔵設備とは，供給設備へ潤滑油又は燃料油を補

給するためにこれらを貯蔵する設備のことであり，非常用ディーゼル発

電機及び常設代替高圧電源装置へ燃料を補給するための軽油貯蔵タンク

及び燃料デイタンク，緊急時対策所用発電機へ燃料を補給するための緊

急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用燃料油サービ

スタンク並びに可搬型重大事故等対処設備等へ燃料を補給するための可

搬設備用軽油タンクがある。 

これらの設備は，以下のとおり，貯蔵量を一定時間の運転に必要な量

にとどめる設計とする。 

イ. 軽油貯蔵タンクは，非常用ディーゼル発電機2台及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機1台を7日間連続運転するために必要な量を

考慮するとともに，全交流動力電源喪失を想定し，常設代替高圧電源

装置（2台）の運転も考慮した必要量（5台合計で約756 m3）を貯蔵す

るため，約400 m3/基のタンクを2基（2基合計約800 m3）設置する設計

とする。 

ロ. 燃料デイタンクは，タンク容量（約14 m3（HPCS系は約7 m3））に対

して，非常用ディーゼル発電機を8時間連続運転するために必要な量

（約11.5 m3（HPCS系は約6.5 m3）を考慮し，貯蔵量が約12.1 m3～12.8 

m3（HPCS系は約6.8 m3～7.2 m3）になるように管理する。 

ハ. 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，緊急時対策所用発電機

2台を7日間連続運転するために必要な量（約140 m3）に対し，約75 m3/

基のタンクを2基（2基合計約150 m3）設置する設計とする。 

ニ. 緊急時対策所用燃料油サービスタンクは，タンク容量（約0.65 m3/

基）に対して，緊急時対策所用発電機を1.5時間連続運転するために

必要な量（約0.6 m3/基）を確保するように管理する。 

ホ. 可搬設備用軽油タンクは，可搬型設備を7日間連続運転するために

必要な量（約189 m3）に対し，約30 m3/基のタンクを7基（7基合計約

210 m3）設置する設計とする。 

b. 水素等を内包する設備に対する火災の発生防止対策 

(a) 水素の漏えい及び拡大防止対策 

水素を内包する設備のうち気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス冷却

設備の配管等は雰囲気への水素の漏えいを考慮した溶接構造とし，弁グ

ランド部から雰囲気への水素漏えいの可能性のある弁は，雰囲気への水

素の漏えいを考慮しベローズ等によって，水素の漏えい及び拡大防止対
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策等を講じる。 

以下に示す水素ボンベは，ボンベ使用時に職員がボンベ元弁を開し通

常時は元弁を閉する運用とし，火災防護計画に定め管理することにより，

水素の漏えい及び拡大防止対策を講じる。 

イ．格納容器内雰囲気監視系校正用ボンベ 

(b) 水素の漏えい検出 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，水素濃度検出器を設置し，

水素の燃焼限界濃度である4 vol％の1／4以下の濃度にて，中央制御室に

警報を発する設計とする。 

気体廃棄物処理設備は，設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下となる

ように設計するが，設備内の水素濃度については中央制御室にて常時監

視できる設計とし，水素濃度が上昇した場合には中央制御室に警報を発

する設計とする。 

発電機水素ガス冷却設備は，水素消費量を管理するとともに，発電機

内の水素純度及び圧力を中央制御室にて常時監視できる設計とし，発電

機内の水素純度や水素圧力が低下した場合には中央制御室に警報を発す

る設計とする。 

水素ボンベを設置する火災区域又は火災区画は，通常時はボンベ元弁

を閉とする運用とし，機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とす

るように設計することから，水素濃度検出器は設置しない設計とする。 

(c) 水素を内包する設備の配置上の考慮 

火災区域内に設置する水素を内包する設備の火災により，発電用原子

炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう，発

電用原子炉施設の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，

水素を内包する設備の火災による影響を軽減するために，壁，床及び天

井の設置による配置上の考慮を行う設計とする。 

(d) 水素を内包する設備がある火災区域の換気 

水素を内包する設備である蓄電池，気体廃棄物処理設備，発電機水素

ガス冷却設備及び水素ボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災

の発生を防止するために水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう，以下

に示す空調機器による機械換気を行う設計とする。（第4-2表） 

なお，空調機器は多重化して設置し，動的機器の単一故障を想定して

も換気が可能な設計とする。 

イ. 蓄電池 

安全機能を有する蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，非常

用電源から給電される排風機及び排風機による機械換気を行う設計
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とする。 

それ以外の蓄電池を設置する火災区域の換気設備は，常用電源から

給電される排風機及び排風機により機械換気を行う設計とする。 

重大事故等対処施設である蓄電池を設置する火災区域は，常設代替

高圧電源装置又は緊急時対策所用発電機からも給電される送風機及

び排風機による機械換気を行う設計とする。 

万一，上記の送風機及び排風機が異常により停止した場合は，中央

制御室に警報を発報する設計とし，運転員による現場での遮断器開放

により，送風機及び排風機が復帰するまでの間は，蓄電池に充電しな

い運用とする。 

蓄電池室には，蓄電池充電時に水素が発生することから，発火源と

なる直流開閉装置やインバータを設置しない設計とする。 

ロ. 気体廃棄物処理設備及び発電機水素ガス冷却設備 

気体廃棄物処理設備は，空気抽出器より抽出された水素と酸素の混

合状態が燃焼限界濃度とならないよう，排ガス再結合器によって設備

内の水素濃度が燃焼限界濃度である4 vol％以下となるよう設計する。

加えて，気体廃棄物処理設備及び発電機水素ガス冷却設備を設置する

火災区域又は火災区画は，常用電源から給電されるタービン建屋送風

機及び排風機により機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界

濃度以下とするように設計する。 

ハ. 水素ボンベ 

格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又

は火災区画は，原子炉建屋送風機及び排風機による機械換気を行うこ

とにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。 

(e) 水素を内包する設備を設置する火災区域の防爆対策 

水素を内包する設備は，本項の(a)項及び(d)項に示す漏えい及び拡大

防止対策並びに換気を行うことから，「電気設備に関する技術基準を定

める省令」第69条及び「工場電気設備防爆指針」に示される爆発性雰囲

気とならない。 

したがって，水素を内包する設備を設置する火災区域等では，防爆型

の電気品及び計装品の使用並びに防爆を目的とした電気設備の接地対策

は不要とする設計とする。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める命令」第10条，第11条に基づく接地を施す。 

(f) 水素の貯蔵 

水素を貯蔵する水素ボンベは，運転に必要な量にとどめるために，必

150

②ａ

150



47 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
7
 R
2 

要な本数のみを貯蔵することを火災防護計画に定める。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策 

火災区域は，以下に示すとおり，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を高所に排

出するための設備，電気及び計装品の防爆型の採用並びに静電気を除去する装

置の設置等，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策は不要である。 

a. 可燃性の蒸気 

油内包設備を設置する火災区域は，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏え

いしても，引火点が室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高い

ため，可燃性蒸気は発生しない。 

火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運

用とし，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，建屋の送風機及び排

風機による機械換気を行うとともに，使用する有機溶剤の種類等に応じ，有

機溶剤を使用する場所において，換気，通風，拡散の措置によっても，有機

溶剤の滞留を防止する設計とする。 

このため，引火点が室内温度及び機器運転時の温度よりも高い潤滑油又は

燃料油を使用すること並びに火災区域における有機溶剤を使用する場合の

滞留防止対策について，火災防護計画に定め管理する。 

b. 可燃性の微粉 

火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石

炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性

粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中

でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような可燃性の

微粉を発生する常設設備はない。 

「工場電気設備防爆指針」に記載される微粉を発生する仮設設備及び静電

気が溜まるおそれがある設備を設置しないことを火災防護計画に定め管理

する。 

(3) 発火源への対策 

火災区域は，以下に示すとおり，火花を発生する設備や高温の設備等，発火

源となる設備を設置しない設計とし，設置を行う場合は，火災の発生防止対策

を行う設計とする。 

a. 発電用原子炉施設における火花を発生する設備としては，直流電動機及び

ディーゼル発電機のブラシがあるが，これら設備の火花を発生する部分は金

属製の筐体内に収納し，火花が設備外部に出ない構造とする。 

b. 発電用原子炉施設には，高温となる設備があるが，高温部分を保温材で覆

うことによって，可燃性物質との接触による直接的な過熱防止及び間接的な

過熱防止を行う設計とする。 
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びHEPAフィルタは，火災防護計画にドラム缶や不燃シートに包んで保管する

ことを定め，管理する。 

b. 放射性廃棄物の処理及び貯蔵設備の換気設備 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備の換気設備は，火災時に

他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために，換気設備の停止及

び隔離弁の閉止により，隔離ができる設計とする。 

c. 電気室の目的外使用の禁止 

電気室は，電源供給に火災影響を与えるような可燃性の資機材等を保管せ

ず，電源供給のみに使用することを火災防護計画に定め管理する。 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

火災の発生を防止するため，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，

以下に示すとおり，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。 

以下，(1)項において，不燃性材料又は難燃性材料を使用する場合の設計，(2)項

において，不燃性材料又は難燃性材料を使用できない場合で不燃性材料又は難燃性

材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計，

(3)項において，不燃性材料又は難燃性材料を使用できない場合で火災防護上重要

な機器等及び重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術的に困難な場合の設計について説明する。 

(1) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

a. 主要な構造材 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，機器，配管，ダ

クト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，

火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，以下のいずれかを満た

す不燃性材料を使用する設計とする。 

(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材料 

(b) ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の不燃性である金属材料 

b. 保温材 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設に使用する保温材は，以下のいずれかを満たす不燃性材料を使

用する設計とする。 

(a) 平成12年建設省告示第１４００号に定められた不燃性材料 

(b) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材料 

c. 建屋内装材 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設を設置する建屋の内装材は，以下の(a)項を満たす不燃性材料

を使用する設計とし，中央制御室等のカーペットは，以下の(b)項を満たす
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したがって，これらの非難燃ケーブルについては，原則，難燃ケーブルに

取り替えて使用する設計とするが，ケーブルの取替に伴い安全上の課題が生

じる場合には，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確保で

きる代替措置（複合体）を施す設計又は電線管に収納する設計とする。 

非難燃ケーブルに防火措置を施すことによる難燃性能の向上について，別

添１に示す。 

 

4.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止について 

発電用原子炉施設では，地震，津波（重大事故等対処施設については，敷地に遡

上する津波を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮の自然現象が想定される。 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，津波（重大事故等対処施設

については，敷地に遡上する津波を含む。），森林火災及び竜巻（風（台風）含む。）

に伴う火災により発電用原子炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を

損なわないよう，これらの自然現象から防護を行う設計とする。 

凍結，降水，積雪，高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響につ

いては，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から発電

用原子炉施設に到着するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火災が発

生する自然現象ではない。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対策により影

響を受けないことから，火災が発生する自然現象ではない。 

洪水については，立地的要因により，発電用原子炉施設の火災防護上重要な機器

等及び重大事故等対処施設に影響を与える可能性がないため，火災が発生する自然

現象ではない。 

したがって，発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器においては，落雷，地

震，森林火災及び竜巻（風（台風）含む。）に対して，これらの現象によって火災

が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる。 

(1) 落雷による火災の発生防止 

発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止

するため，地盤面からの高さ20 mを超える構築物には，建築基準法に基づき「Ｊ

ＩＳ Ａ ４２０１ 建築物等の避雷設備（避雷針）（1992年度版）」又は「ＪＩ

Ｓ Ａ ４２０１ 建築物等の雷保護（2003年度版）」に準拠した避雷設備の設

置及び接地網の敷設を行う設計とする。 

送電線については，「4.1(4) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，

故障回路を早期に遮断する設計とする。 

なお，常設代替高圧電源装置置場は，落雷による火災発生を防止するため，
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避雷設備を設置する設計とする。 

避雷設備設置箇所は以下のとおり。 

・タービン建屋（避雷針） 

・排気筒（避雷針） 

・廃棄物処理建屋（避雷針） 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋（棟上導体） 

・固体廃棄物作業建屋（棟上導体） 

・常設代替高圧電源装置置場（避雷針） 

・緊急時対策所（避雷針） 

(2) 地震による火災の発生防止 

a. 火災防護上重要な機器等は，耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地

盤に設置する設計とするとともに，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19日原子力規制委員会）に従

い，耐震クラスに応じた耐震設計とする。 

b. 重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に

設置する設計とするとともに，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19日原子力規制委員会）に従い，

施設の区分に応じた耐震設計とする。 

(3) 森林火災による火災の発生防止 

屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，外部火災防護に

関する基本方針に基づき評価し設置した防火帯による防護等により，火災発生

防止を講じる設計とする。 

(4) 竜巻（風（台風含む。））による火災の発生防止 

a. 屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，竜巻防護に関

する基本方針に基づき設計する竜巻防護対策設備の設置，衝突防止を考慮し

て実施する燃料油等を内包した車両の飛散防止対策等，常設代替高圧電源装

置の燃料油等が漏えいした場合の拡大防止対策等により，火災の発生防止を

講じる設計とする。 

b. 常設代替高圧電源装置に火災が発生した場合においても，重大事故等に対

処する機能を喪失しないよう代替する機能を有する設備と位置的分散を講

じる設計とする。 

154

②ｃ

154



56 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
7
 R
2 

第4-1表 潤滑油又は燃料油を内包する設備のある火災区域等の換気空調設備 

「潤滑油」及び「燃料油」を内包する設備があ

る火災区域又は火災区画 
換気空調設備等 

原子炉建屋（原子炉棟） 原子炉建屋給排気ファン 

原子炉建屋付属棟 原子炉建屋給排気ファン 

廃棄物処理棟 ラドウェスト建屋給排気ファン 

タービン建屋 
タービン建屋給排気ファン 

ラドウェスト建屋給排気ファン 

廃棄物処理建屋 ラドウェスト建屋給排気ファン 

非常用ディーゼル発電機室 D/G室ルーフベントファン 

軽油貯蔵タンクエリア 自然換気 

海水ポンプエリア 自然換気 

固体廃棄物貯蔵庫 建屋換気系 

固体廃棄物作業建屋 建屋換気系 

緊急時対策所発電機室 発電機室送排風機ファン 

緊急時対策所用燃料油貯蔵タンクエリア 自然換気 

常設代替高圧電源装置置場 自然換気 

可搬型設備用軽油タンク室 自然換気 

ブローアウトパネル設置エリア 自然換気 

原子炉格納容器 機械換気 

 

第4-2表 水素を内包する設備がある火災区域の換気空調設備 

水素を内包する設備がある 

火災区域又は火災区画 
換気空調設備等 

設備 耐震クラス 設備 供給電源 耐震クラス 

常用蓄電池（250 V） Ｃ 
タービン建屋換気系 

送風機，排風機 
常用 Ｃ 

非常用蓄電池 

（125V 系蓄電池 A 系

／B 系／HPCS 系， 

中性子モニタ用蓄電

池 A 系/B 系） 

Ｓ 
バッテリー室換気系 

送風機，排風機 
非常用 Ｓ 

廃棄物処理建屋直流

125 V 蓄電池，廃棄物

処理建屋直流 48 V 蓄

電池 

Ｂ 
廃棄物処理建屋系 

送風機，排風機 
常用 Ｂ 

気体廃棄物処理設備 Ｃ 
タービン建屋換気系 

送風機，排風機 
常用 

Ｃ 

発電機水素ガス 

冷却設備 
Ｃ Ｃ 

格納容器内雰囲気 

監視系校正用ボンベ 
Ｃ 

原子炉建屋換気系 

送風機，排風機 
常用 Ｃ 

緊急用 125V 系蓄電池 
Ｓｓ 

機能維持 

緊急用蓄電池室 

排風機 
緊急用 

Ｓｓ 

機能維持 

緊急時対策所用 125 V

系蓄電池 

Ｓｓ 

機能維持 

緊急時対策所用 

送風機，排風機 

緊急時対

策所用 

Ｓｓ 

機能維持 

緊急時対策所用 24 V

系蓄電池 

Ｓｓ 

機能維持 

緊急時対策所用 

送風機，排風機 

緊急時対

策所用 

Ｓｓ 

機能維持 

155

②ａ

155



61 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
7
 R
2 

5. 火災の感知及び消火 

火災感知設備及び消火設備は，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に

対して火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行う設計とする。 

5.1 項では，火災感知設備に関して，5.1.1 項に要求機能及び性能目標，5.1.2 項に

機能設計及び 5.1.3 項に構造強度設計について説明する。 

5.2 項では，消火設備に関して，5.2.1 項に要求機能及び性能目標，5.2.2 項に機能

設計，5.2.3 項に構造強度設計及び 5.2.4 項に技術基準規則に基づく強度評価について

説明する。 

 

5.1 火災感知設備について 

火災感知設備は，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対して火災

の影響を限定し，早期の火災の感知を行う設計とし，火災防護上重要な機器等の耐

震クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を保持する設計とする。 

火災感知設備の設計に当たっては，機能設計上の性能目標と構造強度上の性能目

標を「5.1.1 要求機能及び性能目標」にて定め，これら性能目標を達成するため

の機能設計及び構造強度設計を「5.1.2 機能設計」及び「5.1.3 構造強度設計」

において説明する。 

 

5.1.1 要求機能及び性能目標 

本項では，火災感知設備の設計に関する機能及び性能を保持するための要求

機能を(1)項にて整理し，この要求機能を踏まえた機能設計上の性能目標及び

構造強度上の性能目標を(2)項にて定める。 

(1) 要求機能 

火災感知設備は，火災区域又は火災区画の火災に対し早期の火災の感知を

行うことが要求される。 

火災感知設備は，地震等の自然現象によっても火災感知の機能が保持され

ることが要求され，地震については，火災区域又は火災区画の火災に対し，

地震時及び地震後においても，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処

施設への火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能を損なわないこと

が要求される。 

(2) 性能目標 

a. 機能設計上の性能目標 

火災感知設備は，火災区域又は火災区画の火災に対し，火災防護上重

要な機器等及び重大事故等対処施設に対する火災の影響を限定し，早期

に火災を感知する機能を保持することを機能設計上の性能目標とする。 
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火災感知設備のうち耐震Ｓクラス機器及び重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，火災区域又は火災区画の

火災に対し，地震時及び地震後においても，電源を確保するとともに，

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設への火災の影響を限定

し，耐震Ｓクラス機器及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画の火災を感知する機能を保持することを機能設計上の性能目標

とする。 

耐震Ｓクラス機器及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災感知設備の機能設計を「5.1.2(4) 火災感知設備の自然現

象に対する考慮」のa.項に示す。 

b. 構造強度上の性能目標 

火災感知設備は，火災区域又は火災区画の火災に対し，火災防護上重

要な機器等及び重大事故等対処施設に対する火災の影響を限定し，早期

に火災を感知する機能を保持することを構造設計上の性能目標とする。 

火災感知設備のうち耐震Ｓクラス機器及び重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し，耐震性を有する原子炉建屋原子炉棟等にボルト等で固定し，

主要な構造部材が火災を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有

する設計とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，電気的機能を保持す

ることを構造強度上の性能目標とする。 

耐震Ｓクラス機器及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災を感知する火災感知設備の電源は，非常用電源から受電す

る。非常用電源は，耐震Ｓクラスであるため，その耐震計算の方法及び

結果については，Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」のうちⅤ-2-10-1-7-3

「モータコントロールセンタの耐震性についての計算書」示す。 

 

5.1.2 機能設計 

本項では，「5.1.1 要求機能及び性能目標」で設定している火災感知設備

の機能設計上の性能目標を達成するために，火災感知設備の機能設計の方針を

定める。 

(1) 火災感知器 

a. 設置条件 

火災感知設備のうち火災感知器（一部「東海，東海第二発電所共用」

（以下同じ。））は，早期に火災を感知するため，火災区域又は火災区

画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び
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炎が生じる前に発煙する等の予想される火災の性質を考慮して選定する。 

火災感知器の選定においては，設置場所に対応する適切な火災感知器

の種類を以下，b.項に示す通り，消防法に準じて選定する設計とする。

また，火災感知器の取付方法，火災感知器の設置個数の考え方等の技術

的な部分については，消防法に基づき設置する設計する。 

b. 火災感知器の種類 

(a) 煙感知器，熱感知器を設置する火災区域又は火災区画（第5-1表） 

火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況（温度，煙濃度）を監

視し，火災現象（急激な温度や煙濃度の上昇）を把握することができ

るアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器を異なる種類の感知

器を組み合わせて火災を早期に感知することを基本として，火災区域

又は火災区画に設置する設計とする。 

また，異なる種類の火災感知器の設置に加え，盤内で火災が発生し

た場合に早期に火災発生を感知できるよう，「6.2.4(1) 中央制御室

制御盤の系統分離対策」の(b)項に基づき，中央制御室制御盤内に高

感度煙感知器を設置する設計とする。 

(b) (a)項以外の組合せで火災感知器を設置する火災区域又は火災区画

（第5-1表） 

火災感知器の取付条件によっては(a)項に示すアナログ式の火災感

知器の設置が技術的に困難なものもある。 

以下①項から⑤項に示す火災感知器は，(a)項に示す設計とは，異

なる火災感知器の組合せによって設置し，これらの火災感知器を設置

する火災区域又は火災区画を以下のイ.項からヘ.項において説明す

る。 

① 天井が高く煙や熱が拡散しやすい火災区域又は火災区画 

天井が高く煙や熱が拡散しやすい場所の火災感知器は，炎が発す

る赤外線又は紫外線を感知するために，煙及び熱が火災感知器に到

達する時間遅れがなく，早期感知の観点で優位性のある非アナログ

式の炎感知器を設置する。 

なお，非アナログ式の炎感知器は，誤作動を防止するため炎特有

の性質を検出する赤外線方式を採用し，外光が当たらず，高温物体

が近傍にない箇所に設置することで，アナログ式と同等の機能を有

する。 

② 燃料が気化するおそれがある火災区域又は火災区画 

燃料が気化するおそれがある燃料貯蔵タンクマンホール内の火
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火災感知器の誤作動防止の観点から，アナログ式の火災感知

器の設置が要求されているが，蓄電池室の火災感知器は，室内

の周囲温度を考慮し，作動値を室温より高めに設定し，誤作動

防止を図る設計とするため，非アナログ式の火災感知器であっ

ても，アナログ式と同等の機能を有する。 

(c) 火災感知器を設置しない火災区域又は火災区画 

火災感知器を設置しない火災区域又は火災区画について以下に示

す。 

イ. 非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室 

非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室は，コンクリー

トで囲われ，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管

理により不要な可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災

が発生するおそれはない。 

このため，非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室には，

火災感知器を設置しない設計とする。 

ロ. 原子炉建屋付属棟屋上 

原子炉建屋付属棟屋上には，スイッチギア室チラーユニット，

中央制御室チラーユニット，バッテリー室送風機が設置されてい

る。当該区域は，不要な可燃物を持ち込まない運用とし，チラー

ユニットは金属等の不燃性材料で構成されていることから，周囲

からの火災の影響を受けず，また，周囲への影響も与えない。 

このため，原子炉建屋付属棟屋上には，火災感知器を設置しな

い設計とする。 

なお，万一，火災が発生した場合には，中央制御室に機器の異

常警報が発報するため，運転員が現場に急行することが可能な設

計とする。 

ハ. 使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タンク 

使用済燃料プールの側面と底面は，金属に覆われ，プール内は

水で満たされており，使用済燃料プール内では火災は発生しない

ため，使用済燃料プールには火災感知器を設置しない設計とする。 

ただし，使用済燃料プール周りの火災を感知するために，使用

済燃料プールのある原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフ

ロア）に火災感知器を設置する設計とする。 

(2) 火災受信機盤 

a. 火災感知設備のうち火災受信機盤は，火災感知設備の作動状況を中央
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制御室において常時監視できる設計としており，火災が発生していない

平常時には，火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がない

ことを火災受信機盤で確認する。 

b. 火災受信機盤は，消防法に基づき設計し，構成される受信機により，

以下の機能を有するように設計する。 

(a) アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を

1つずつ特定できる機能 

(b) 非アナログ式の防爆型煙感知器，防爆型熱感知器，熱感知器及び炎

感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を1つずつ特定できる

機能 

(c) アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラによる映像監視（熱サーモグ

ラフィ）により，火災発生場所の特定ができる機能 

(d) アナログ式の煙吸引式検出設備が接続可能であり，作動した火災感

知器を1つずつ特定できる機能 

c. 火災感知器は，以下のとおり点検を行うことができる設計とする。 

(a) 火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる

設計とする。 

(b) 自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異

常がないことを確認するため，消防法施行規則に準じ，煙等の火災を

模擬した試験を実施できる設計とする。 

(3) 火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時においても，

火災の感知を可能とするため，ディーゼル発電機又は代替電源から電力が供

給開始されるまでの容量を有した蓄電池を内蔵する。また，火災防護上重要

な機器等及び緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災

区域又は火災区画の火災感知設備は，非常用電源及び常設代替高圧電源装置

からの受電も可能な設計とする。 

緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知設備については，外

部電源喪失時においても火災の感知を可能とするため，緊急時対策所用発電

機からの受電も可能な設計とする。 

(4) 火災感知設備の自然現象に対する考慮 

東海第二発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象とし

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有

無にかかわらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を抽出した。これらの

事象のうち，原子力設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津
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波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「4. 火災発生防止4.3(1)

落雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。 

地震については，以下a.項に示す対策により機能を維持する設計とする。 

凍結については，以下b.項に示す対策により機能を維持する設計とする。 

竜巻，風（台風）に対しては，以下c.項に示す対策により機能を維持する

設計とする。 

上記以外の津波，洪水，積雪，火山の影響，高潮，生物学的事象及び森林

火災については，c.項に示す対策により機能を維持する設計とする。 

a. 火災感知設備は，第5-2表及び第5-3表に示すとおり，火災防護上重要

な機器等及び重大事故等対処施設に対する火災の影響を限定し，早期の

火災の感知を行う設計とし，火災防護上重要な機器等の耐震クラス及び

重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を保持する設計とする。火災

感知設備は，火災区域又は火災区画の火災に対し，地震時及び地震後に

おいても，電源を確保するとともに，火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設に対する火災の影響を限定し，火災防護上重要な機器等

の耐震クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じて火災を早期に感

知する機能を保持するために，以下の設計とする。 

(a) 消防法の設置条件に準じ，「(1) 火災感知器」に示す範囲の環境

条件を考慮して設置する火災感知器及び「(2) 火災受信機盤」に示

す火災の監視等の機能を有する火災受信機盤等により構成する設計

とする。 

(b) 「(3) 火災感知設備の電源確保」に示すとおり，非常用電源及び

常設代替高圧電源装置から受電可能な設計とし，電源喪失時において

も火災の感知を可能とするために必要な容量を有した蓄電池を内蔵

する設計とする。 

(c) 地震時及び地震後においても，火災を早期に感知するための機能を

保持する設計とする。具体的には，火災感知設備を取り付ける基礎ボ

ルトの応力評価及び電気的機能を確認すための電気的機能維持評価

を行う設計とする。耐震設計については，「5.1.3 構造強度計算」

に示す。 

b. 屋外に設置する火災感知設備は，東海第二発電所で考慮している 低

気温-12.7 ℃（水戸地方気象台（1897年～2012年））を踏まえ，外気温

度が-20 ℃まで低下しても使用可能な火災感知器を設置する設計とする。 

161
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5.2 消火設備について 

消火設備は，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対して火災の影

響を限定し，早期の火災の消火を行う設計とし，火災防護上重要な機器等の耐震ク

ラス及び重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を保持する設計とする。 

消火設備の設計に当たっては，機能設計上の性能目標と構造強度上の性能目標を

「5.2.1 要求機能及び性能目標」にて定め，これら性能目標を達成するための機

能設計及び構造強度設計を「5.2.2 機能設計」及び「5.2.3 構造強度設計」にお

いて説明する。 

③ｂ
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5.2.2 機能設計 

本項では，「5.2.1 要求機能及び性能目標」で設定している消火設備の機

能設計上の性能目標を達成するために，消火設備の機能設計の方針を定める。 

火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，火災区域又は火災区画の火災

を早期に消火するために，消防法に準じて設置する設計とする。（第5-4表） 

消火設備の選定は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難である火災区域又は火災区画と，消火活動が困難とならない火災区域又

は火災区画それぞれに対して実施する。 

以下，(1)項に示す火災発生時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動

が困難である火災区域又は火災区画は，固定式消火設備であるハロゲン化物自

動消火設備（全域）による消火を基本とする設計とする。 

以下，(2)項に示す消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画におい

ては，消防法第21条の2第2項による型式適合検定に合格した消火器の設置又は

消火栓による消火を行う設計とする。 

なお，原子炉格納容器内についても，消火活動が困難とならない火災区画と

して，消火器の設置又は消火栓による消火を行う設計とする。 

「6.2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統分離」に示す系統

分離対策として自動消火設備が必要な火災区域又は火災区画は，ハロゲン化物

自動消火設備を設置する設計とする。 

復水貯蔵タンクエリア，使用済燃料プール及び使用済樹脂貯蔵タンク室は，

火災の発生するおそれがないことから，消火設備を設置しない設計とする。 

③ｂ
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(1) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難である火

災区域又は火災区画 

本項では，a.項において，火災発生時に煙の充満等により消火活動が困難

となる火災区域又は火災区画の選定について，b.項において，選定した火災

発生時の煙の充満等により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に

設置する消火設備について説明する。 

a. 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難となる火災区域又は

火災区画の選定 

建屋内の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する

火災区域又は火災区画は，以下(2)項に示すものを除いて，火災発生時に

煙の充満等により消火活動が困難となるものとして選定する。 

b. 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難となる火災区域又は

火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難となる火災区域又は火

災区画は以下のいずれかの消火設備を設置する設計とする。 

(a) ハロゲン化物自動消火設備（全域） 

イ. 消火対象 

 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難となる火災区域

又は火災区画並びに火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響

軽減」に基づく火災防護対象機器の系統分離を目的とした自動消

火設備の設置が必要な火災区域又は火災区画を対象とする。 

ロ. 消火設備 

第5-1図及び第5-5図に示す自動消火設備であるハロゲン化物自

動消火設備（全域）を設置する設計とする。 

ハ. 警報装置等 

ハロゲン化物自動消火設備（全域）は，消火能力を維持するた

めの自動ダンパの設置又は空調設備の手動停止による消火剤の流

出防止や電源断等の故障警報を中央制御室に発する設計とする。 

ハロゲン化物自動消火設備（全域）を自動起動させるための消

火設備用感知器は，煙感知器と煙感知器のAND回路とすることで誤

作動防止を図っており，火災時に本感知器が一つ以上動作した場

合，中央制御室に警報を発する設計とする。 

(b) ハロゲン化物自動消火設備（局所） 

イ. 消火対象 

火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難となる火災区域

③ｂ

③ｂ

164164



89 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
7
 R
2 

固定式ガス消火設備であるハロゲン化物自動消火設備（全域），ハ

ロゲン化物自動消火設備（局所）（ケーブルトレイ用及び電源盤・制

御盤用を除く）及び二酸化炭素自動消火設備（全域）は，作動前に職

員等の退出ができるように警報又は音声警報を発する設計とする。 

ケーブルトレイ用及び電源盤・制御盤用のハロゲン化物自動消火

設備（局所）は，消火剤に毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水

素は防火シートを設置したケーブルトレイ内又は金属製の盤内に留

まり，外部に有意な影響を及ぼさないため，消火設備作動前に退避警

報を発しない設計とする。 

f. 消火設備の自然現象に対する考慮 

東海第二発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象と

しては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実

績の有無にかかわらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を抽出した。

これらの事象のうち，原子力設備に影響を与えるおそれがある事象とし

て，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「4. 火災発生防止4.3(1)

落雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計と

する。 

地震については，以下(c)項及び(d)項に示す対策により機能を維持す

る設計とする。 

凍結については，以下(a)項に示す対策により機能を維持する設計とす

る。 

竜巻，風（台風）に対しては，以下(b)項に示す対策により機能を維持

する設計とする。 

上記以外の津波，洪水，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森

林火災及び高潮についても(b)項に示すその他の自然現象の対策により

機能を維持する設計とする。 

(a) 凍結防止対策 

屋外消火設備の配管は，保温材により凍結防止対策を実施する。ま

た，凍結を防止するため，自動排水機構により消火栓内部に水が溜ま

らないような構造とする設計とする。 

(b) 風水害対策 

電動機駆動消火ポンプ，構内消火用ポンプ，ディーゼル駆動消火ポ

ンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプ，ハロゲン化物自動消火設備（全

③ｂ
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第5-1表 火災感知器の型式ごとの設置状況について 

火災感知器の設置場所 火災感知器の型式 

・一般区域 

「異なる 2 種類の火災感知

器」の設置要求を満足するた

め，火災感知器を設置 

・格納容器圧力逃がし装置格納

槽 

・常設代替低圧注水系ポンプ室 

・緊急用海水ポンプエリア 

煙感知器 

（感度:煙濃度 10 ％） 

熱感知器 

（感度:温度 60～75 ℃） 

火災時に炎が生じる前の発

煙段階から感知できる煙感

知器を設置（アナログ式） 

火災時に生じる熱を感知で

きる熱感知を設置（アナログ

式） 

・蓄電池室，緊急用 125V 系蓄

電池室，非常用 125V 系蓄電

池室等 

蓄電池室は万一の水素濃

度上昇を考慮 

・軽油貯蔵タンク設置区域，可

搬型設備用軽油タンク，緊急

時対策所用発電機燃料油貯

蔵タンク 

万一の燃料気化による引

火性又は発火性の雰囲気

を形成する可能性を考慮 

防爆型煙感知器 

（感度：煙濃度 10 ％） 

防爆型熱感知器 

（感度:65 ℃） 

防爆機能を有する火災感知

器として煙感知器を設置

（非アナログ式） 

防爆機能を有する火災感知

器として熱感知器を設置（非

アナログ式） 

原子炉建屋原子炉棟 6 階 

（オペレーティングフロア） 

・天井が高く大空間であるた

め，煙の拡散を考慮 

煙感知器 

（感度：煙濃度 50 ％/ｽﾊﾟ

ﾝ） 

炎感知器 

（公称監視距離 大 60 m 以

内） 

赤外光を発する発光部と受

光部間の光路上を煙が遮っ

た時の受光量変化で火災検

出する光電式分離型煙感知

器を設置（アナログ式） 

炎から発生する赤外線の波

長を感知する炎感知器を設

置（非アナログ式） 

・海水ポンプ室，常設代替高圧

電源装置置場（屋外区域） 

炎感知器 

（公称監視距離 大 60 m 以

内） 

熱感知カメラ 

（感度：温度 80 ℃） 

炎感知器（赤外線）を設置

なお，炎感知器（紫外線）

は太陽光による誤作動の頻

度が高いため設置しない

（非アナログ式） 

屋外であり煙による火災感

知が困難であるため，炎から

放射される赤外線エネルギ

ーを感知する熱感知カメラ

を設置（アナログ式） 

原子炉格納容器内 

煙感知器 

（感度:煙濃度 10 ％） 

熱感知器 

（感度:温度 70～80 ℃） 

火災時に炎が生じる前の発

煙段階から感知できる煙感

知器を設置（アナログ式） 

火災時に生じる熱を感知で

きる熱感知を設置（アナログ

式） 

主蒸気管トンネル室 

（高線量区域） 

煙感知器 

（感度:煙濃度 10 ％） 

熱感知器 

（感度：温度 70 ℃～93 ℃）

検出器部分を高線量区域外

に設置可能な煙吸引式感知

器を設置（アナログ式） 

放射線の影響を受けにくい

非アナログ式の熱感知器を

設置（非アナログ式） 
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第5-2表 火災感知設備耐震評価対象機器（火災防護上重要な機器等） 

№ 
防護対象 火災感知設備 耐震設計の

基本方針 
備 考 

対象設備 耐震クラス 構成品 耐震クラス 

①   

火災防護上

重要な機器

等のうち，耐

震Ｓクラス

機器（ほう酸

水ポンプ等）

Ｓ 

火災感知器＊1 

Ｃ 

基準地震動

Ｓｓによる地

震力に対す

る機能保持 

 

火災受信機盤  

② 

火災防護上

重要な機器

等のうち，耐

震Ｂクラス

機器 

Ｂ 

火災感知器＊2 

Ｃ 

耐震Ｂクラ

ス機器で考

慮する地震

力に対する

機能保持 

 

火災受信機盤  

③ 一般エリア Ｃ 
火災感知器 

Ｃ ＊3 
 

火災受信機盤  

注記 ＊1：煙感知器（アナログ），熱感知器（アナログ），熱感知器（非アナログ），

防爆型熱感知器（非アナログ），防爆型煙感知器（非アナログ），炎感

知器（非アナログ），熱感知カメラ（アナログ）を示す。 

＊2：煙感知器（アナログ），熱感知器（アナログ）を示す。 

＊3：耐震重要度分類に応じた静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどま

る範囲で耐えられる設計とする。 

 

第5-3表 火災感知設備耐震評価対象機器（重大事故等対処施設） 

№ 
防護対象 火災感知設備 耐震設計の

基本方針 
備考 

対象設備 構成品 耐震クラス 

① 

火災防護対策を講じる

重大事故等対処施設 

（常設代替高圧電源装

置，緊急時対策所建屋

等） 

火災感知器＊ 

Ｃ 

基準地震動

Ｓｓによる地

震力に対す

る機能保持 

 

火災受信機盤 

注記 ＊：煙感知器（アナログ），熱感知器（アナログ），熱感知器（非アナログ），

防爆型熱感知器（非アナログ），防爆型煙感知器（非アナログ），炎感知

器（非アナログ），熱感知カメラ（アナログ）を示す。 
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第5-6表 消火設備 耐震評価対象機器（火災防護上重要な機器等） 

№ 

防護対象＊3，＊4 消火設備 
備

考対象設備 
耐震 

クラス
消火設備 構成品 

耐震 

クラス

耐震設計の

基本方針 

① 

火災防護上重

要な機器等 

（空調機械室

等） 

Ｓ 

ハロゲン

化物自動

消火設備

（全域） 

ボンベラック 

Ｃ 

基準地震動

Ｓｓによる地

震力に対す

る機能保持 

 

容器弁 

選択弁 

制御盤 

ガス供給配管 

② 

火災防護上重

要な機器等（ほ

う酸水注入系

ポンプ等） 

Ｓ 

ハロゲン

化物自動

消火設備

（局所） 

消火ユニット 

Ｃ 

基準地震動

Ｓｓによる地

震力に対す

る機能保持 

 

ガス供給配管 

③ 
非常用ディー

ゼル発電機 
Ｓ 

二酸化炭

素自動消

火設備 

（全域） 

ボンベラック 

Ｃ 

基準地震動

Ｓｓによる地

震力に対す

る機能保持 

 

容器弁 

選択弁 

制御盤 

ガス供給配管 

④ 

火災防護上重

要な機器等（ケ

ーブルトレイ

等） 

Ｓ 

ケーブル 

トレイ 

消火設備 

消火ユニット 

Ｃ 

基準地震動

Ｓｓによる地

震力に対す

る機能保持 

 
ガス供給配管 

感知チューブ＊1 

⑤ 一般エリア Ｃ 消火栓 

電動機駆動消火ポンプ 

Ｃ ＊2  

構内消火ポンプ 

ディーゼル駆動 

消火ポンプ 

ディーゼル駆動 

構内消火ポンプ 

ろ過水貯蔵タンク 

多目的タンク 

原水タンク 

制御盤 

消火水供給配管 

注記 ＊1：ケーブルトレイ消火設備の感知チューブについては，強制的に座屈させた

状態の模擬，強制的につぶした状態の模擬を行った後に，漏えい試験を実

施し，ガスの漏えいがないことを確認することにより，機能保持を確認す

る。 

＊2：耐震重要度分類に応じた静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる

範囲で耐えられる設計とする。 

＊3：火災防護上重要な機器等のうち，屋外の火災区域又は火災区画である海水

ポンプ室に対しては，煙が充満せず消火活動が可能であるため，壁又は床

に固縛した消火器にて消火する。 

＊4：火災防護上重要な機器等のうち，タービン建屋等に設置される耐震Ｂクラ

ス機器は，煙等が充満せず消火活動が可能な火災区域にあるため，壁又は

床に固縛した消火器にて消火する。
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ハロゲン化物自動消火設備（全域）の仕様 

項目 仕様 

消火剤 

消火剤 ハロン1301 

消火原理 連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備及び人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法施行規則第20条 

火災感知 

・早期感知及び早期消火の観点から自動消火設備

用の火災感知器（煙感知器）を設置する。 

・誤作動防止を図るため，以下のAND回路の構成と

する。 

自動消火設備用の火災感知器 

（煙感知器2系統のAND信号） 

又は 

火災感知設備用の火災感知器 

（熱感知器2系統のAND信号） 

放出方式 

・自動（現場での手動起動も可能な設計とする） 

又は 

・中央制御室からの手動起動 

（現場での手動起動も可能な設計とする） 

消火方式 全域放出方式 

電源 蓄電池を設置 

破損，誤動作，誤操作

による影響 

電気絶縁性が高く，揮発性の高いハロンは，電気設

備及び機械設備に影響を与えない。 

 

 

第5-1図 ハロゲン化物自動消火設備（全域）概要 

中央制御室からの手動起動

採用時は中央制御室から手

動起動が可能 

③ｂ
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二酸化炭素自動消火設備（全域）の仕様 

項目 仕様 

消火剤 

消火剤 二酸化炭素 

消火原理 窒息消火 

消火剤の特徴 設備に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法施行規則第19条 

火災感知 

・早期感知及び早期消火の観点から自動消火設備用

の火災感知器を設置する。 

・二酸化炭素は人体に有害であり，誤作動防止を図る

観点から，以下のAND回路の構成とする。 

自動消火設備用の火災感知器 

（煙感知器1系統，熱感知器1系統のAND信号＊） 

放出方式 自動（現場での手動起動も可能な設計とする） 

消火方式 全域放出方式 

電源 蓄電池を設置 

破損，誤動作，誤操

作による影響 

不活性である二酸化炭素は，電気設備及び機械設備に

影響を与えない。 

注記 ＊：ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について（通知）[消防危第88号，

消防予第161号]により，二酸化炭素は人体に有害であり，誤作動防止を図る

観点から，異なる種類の火災感知器（煙感知器，熱感知器）のAND回路の構成

とする。 

 

第5-3図 二酸化炭素自動消火設備（全域）の概要 

③ｂ
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6. 火災の影響軽減対策 

発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわないよう，火災防護上重要な

機器等の重要度に応じ，それらを設置する火災区域又は火災区画内の火災及び隣接す

る火災区域又は火災区画における火災による影響に対し，火災の影響軽減のための対

策を講じる。 

6.1項では，火災防護上重要な機器等が設置される火災区域又は火災区画内の分離に

ついて説明する。 

6.2項では，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要となる火

災防護対象機器等の選定，火災防護対象機器等に対する系統分離対策について説明す

るとともに，中央制御室制御盤及び原子炉格納容器内に対する火災の影響軽減対策に

ついても説明する。 

6.3項では，換気空調設備，煙，油タンク及びケーブル処理室に対する火災の影響軽

減対策について説明する。 

171
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6.1 火災の影響軽減対策が必要な火災区域の分離 

火災の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等が設置される火災区域に

ついては，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3時間耐火に設計上必要

な150 mm以上の壁厚を有するコンクリート耐火壁や3時間以上の耐火能力を有す

ることを確認した耐火壁（耐火隔壁，配管貫通部シール，ケーブルトレイ及び電

線管貫通部，防火扉，防火ダンパを含む。）により他の火災区域と分離する。 

3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により分離されている火災区域又は火災

区画のファンネルは，煙等流入防止装置の設置によって，他の火災区域又は火災

区画からの煙の流入を防止する設計とする。 

3時間以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火隔壁，貫通部シール，防火扉，防火

ダンパを含む。）の設計として，耐火性能を以下の文献等又は火災耐久試験にて

確認する。 

(1) コンクリート壁 

3時間の耐火性能に必要なコンクリート壁の 小壁厚は，第6-1表及び第

6-2表に示す以下の文献により，保守的に150 mm以上の設計とする。 

a. 2001年版耐火性能検証法の解説及び計算例とその解説（「建設省告示

第１４３３号耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件」講習会テ

キスト（国土交通省住宅局建築指導課）） 

b. 海外規定のＮＦＰＡハンドブック 

(2) 耐火隔壁，配管貫通部シール，ケーブルトレイ及び電線管貫通部，防火扉，

防火ダンパ 

耐火隔壁，配管貫通部シール，ケーブルトレイ及び電線管貫通部，防火扉，

防火ダンパは，以下に示す実証試験にて3時間耐火性能を確認したものを使

用する設計とする。 

a. 耐火隔壁 

(a) 試験方法 

建築基準法の規定に準じて第6-1図に示す加熱曲線（ＩＳＯ８３

４）で3時間加熱し，第6-2図に示す非加熱側より離隔を確保した各温

度を測定する。 

(b) 判定基準 

第6-3表に示す建築基準法第2条第7号 耐火構造を確認するための

防火設備性能試験（防耐火性能試験・評価業務方法書）の判定基準を

すべて満足する設計とする。 

(c) 試験体 

第6-4表に示す0.4 mm以上の厚さの鉄板の両側に，厚さ約1.5 mmの

発泡性耐火被覆をそれぞれ3枚施工した試験体とする。 

172
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